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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、 

平成２０年各会計定例監査、平成１９年度決算審査（各会計歳入歳出及び

公営企業各会計）、平成１９年財政援助団体等監査、平成１９年行政監査（指

定管理者制度による公の施設の管理について、公共交通機関の整備・運営に

ついて）、平成１９年各会計定例監査、平成１８年度決算審査（公営企業各

会計）、平成１８年行政監査（都の土地及び建物の管理について、病院にお

ける収入管理について）、平成１８年各会計定例監査、平成１７年度決算審

査（公営企業各会計）及び平成１６年度決算審査（出納長所属各会計）の結

果に基づき講じた措置について、東京都知事等関係機関から通知があったの

で公表する。 
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東京都監査委員  こ いそ     明 
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同        金  子  庸  子 
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第１ 報 告 の 概 要 

 

各監査・審査の結果に基づき知事等が講じた措置について、表１のとおり、執行機関から通知

があった。今回、通知を受けた件数は１３４件で、講じられた措置の内訳は、表２のとおりであ

る。また、残る１２１件の監査結果については、執行部所において改善の取組途上、又は改善策

を検討中となっている。 
 
（表１）講じた措置の件数 

  区     分 監査実施期間 結果内訳
措置対象

A
措置済 

B 
今回措置 

C 
改善中
A-(B+C)

指 摘 １０３ － ６１ ４２
意見・要望 ７ － ２ ５

平成２０年 
各会計定例監査 
（平成１９年度執行分） 

平成20.1.17 
～平成20.9.5

計 １１０ － ６３ ４７
指 摘 ２０ － １３ ７
意見・要望 １ － ０ １

平成１９年度 
 決算審査 
（各会計歳入歳出） 

平成20.7.17 
～平成20.9.5

計 ２１ － １３ ８
指 摘 ３ － ３ ０
意見・要望 － － ― ―

平成１９年度 
 決算審査 
（公営企業各会計） 

平成20.6.2 
～平成20.8.6

計 ３ － ３ ０
指 摘 ３６ １０ １２ １４
意見・要望 ４ ０ ０ ４

平成１９年 行政監査 
（指定管理者制度による公
の施設の管理について） 

平成19.9.26 
～平成20.1.31

計 ４０ １０ １２ １８
指 摘 １ １ ― ―
意見・要望 １１ ４ ４ ３

平成１９年 行政監査 
（公共交通機関の整備・運営
について） 

平成19.9.18 
～平成20.1.31

計 １２ ５ ４ ３
指 摘 ３８ ３８ ― ―
意見・要望 ３ ２ ０ １平成１９年工事監査 平成19.1.18 

～平成20.1.23
計 ４１ ４０ ０ １
指 摘 ４９ ３５ １０ ４
意見・要望 ８ １ ５ ２

平成１９年 
 財政援助団体等監査 

平成19.8.27 
～平成20.1.23

計 ５７ ３６ １５ ６
指 摘 １１４ ９５ ８ １１
意見・要望 ７ ４ ２ １

平成１９年 
各会計定例監査 
（平成１８年度執行分） 

平成19.1.16 
～平成19.9.5

計 １２１ ９９ １０ １２
指 摘 ９ ３ ４ ２
意見・要望 １ ０ ０ １

平成１８年度 
 決算審査 
（公営企業各会計） 

平成19.6.1 
～平成19.9.3

計 １０ ３ ４ ３
指 摘 ３５ ３４ ０ １
意見・要望 ５ ５ ― ０

平成１８年 
 財政援助団体等監査 

平成18.8.28 
～平成19.1.17

計 ４０ ３９ ０ １
指 摘 ３３ ２１ １ １１
意見・要望 － － － －

平成１８年 行政監査 
（病院における収入管理に
ついて） 

平成18.9.6 
～平成19.1.17

計 ３３ ２１ １ １１
指 摘 ２６ ２２ ２ ２
意見・要望 ９ ２ ４ ３

平成１８年 行政監査 
（都の土地及び建物の管理
について） 

平成18.9.5 
～平成19.1.17

計 ３５ ２４ ６ ５
指 摘 ５７ ５５ １ １
意見・要望 ４ ４ ０ －

平成１８年 
各会計定例監査 
（平成１７年度執行分） 

平成18.1.12 
～平成18.9.8

計 ６１ ５９ １ １
指 摘 ６ ５ １ ０
意見・要望 ２ １ ０ １

平成１７年度 
 決算審査 
（公営企業各会計） 

平成18.6.1 
～平成18.8.9

計 ８ ６ １ １
指 摘 １２ １２ － －
意見・要望 ４ ３ ０ １

平成１７年 行政監査 
（情報システムの運用管理
について） 

平成17.9.26 
～平成18.2.1

計 １６ １５ ０ １
指 摘 ３３ ３２ ０ １
意見・要望 ８ ７ ０ １

平成１７年 
 財政援助団体等監査 

平成17.9.7 
～平成18.2.1

計 ４１ ３９ ０ ２
指 摘 １８ １８ ― －
意見・要望 ３ ２ １ ０

平成１６年度 
 決算審査 
（出納長所属各会計） 

平成17.7.21 
～平成17.9.7

計 ２１ ２０ １ ０
指 摘 １１ １０ ０ １
意見・要望 － － － －

平成１６年度 
 決算審査 
（公営企業各会計） 

平成17.6.3 
～平成17.9.7

計 １１ １０ ０ １
指 摘 ６０４ ３９１ １１６ ９７

意見・要望 ７７ ３５ １８ ２４合          計 
計 ６８１ ４２６ １３４ １２１

（注）件数については、一つの指摘が複数の局（団体）にある場合、局（団体）ごとに件数を数えている。 
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（表２）措置の内訳 

区   分 事          例 件  数 

規定、基準等に即した適正な事

務の執行、財産管理等に改めた

もの 

・特命随意契約を競争契約に改めた。 

・過大に交付した補助金を返還させた。 

・公有財産の登載漏れ等を修正した。 

７４件

会議、研修等において、関係者

に周知徹底を図ったもの 

・産業廃棄物処理に係る適正な手続・処理 

・適正な契約手続 

・土地使用料の適正な徴収事務手続 

２２件

新たな基準の作成など、より適

切な事務手続に改めたもの 

・公金の適切な管理の点から、支払方法を前

渡金から口座振替に変更した。 

・要綱を改正し、補助金の対象を明確にした。 

・アンケート実施方針を策定し、利用者から

アンケートを取り、その結果を施設運営に

活かすこととした。 

２０件

指 

 

 

 

摘 

小  計 １１６件

事務のより一層の改善を図っ

たもの 

・ファイルサーバの保守実施時間を、より実

態に即したものに変更した。 

・業者選定に係る手続を規定した。 

・市場価格を適切に材料単価に反映させるた

め、調査態勢を確立した。 

９件

土地及び施設の利活用に努め

たもの 

・空きスペースの利用者を公募し、施設の有

効活用を図った。 

・設置意義が薄れた職務住宅を廃止した。 

５件

会社の経営及び運営の改善に

取り組んだもの 

・交通機関において、設備修繕計画及び長期

資金計画を策定した。 

・特許権の管理について、共同開発会社と契

約書を締結した。 

４件

意 

見 

・ 

要 

望 

小  計 １８件

合    計 １３４件
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第２ 報 告 の 内 容 

 

〔平成２０年各会計定例監査〕 

 

対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
知事本局 

 

 複写サー
ビスに関す

る契約の変

更を適正に

行うべきも

の 

 

局は、複写サービスに関する単価契約をＡと

締結しているが、単価契約においては、予定数

量（推定総金額）が重要な要件として、入札金

額に反映されることから、当初の数量を超過す

ることが予定される場合は、新たな契約として

処理しなければならない。 

局は、コピーの年間予定枚数が超過した平成

２０年１０月末で契約を打ち切り、同年１１月

１日から新たな契約を結んでいるが、使用状況

を見たところ、１０月分で年間予定枚数を超過

しており、９月末で契約を打ち切り、新たな契

約を締結すべきであったのに、これを行ってい

ない。 

使用枚数が予定枚

数に近くなってきた

ら、使用枚数を頻繁

に確認し、必要な手

続を取るよう、平成

２０年６月３０日付

けで、各課・ライン

に対し指導した。 
 

青少年・治

安対策本部 

 

 産業廃棄
物の収集運

搬処分委託

に係る事務

処理を適正

に行うべき

もの 

 

産業廃棄物の収集・運搬及び処分を委託する

場合には、運搬については産業廃棄物収集運搬

許可業者に、また、処分については産業廃棄物

処分許可業者に、それぞれ委託しなければなら

ない。 

しかし、局の産業廃棄物運搬及び処分委託契

約を見たところ、処分許可業者でないＢと締結

しており、適正でない。 

平成２０年６月３

０日に、契約担当課

長の指示による会議

を行い、適正な契約

事務を行っていくこ

ととした。 

総務局 

 

産業廃棄

物の収集運

搬処分委託

に係る事務

処理を適正

に行うべき

もの 

産業廃棄物の収集・運搬及び処分を委託する

場合には、運搬については産業廃棄物収集運搬

許可業者に、また、処分については産業廃棄物

処分許可業者に、それぞれ委託しなければなら

ない。 

しかし、公文書館の産業廃棄物の収集運搬及

び処分委託契約を見たところ、処分許可業者で

ないＣと締結しており、適正でない。 

今後は、事前に許

可証を確認の上、適

正に契約を行うこと

を、平成２０年６月

３日職場内会議で職

員に周知徹底した。 

総務局 

 

製作委託

により納入

された備品

の管理を適

正に行うべ

きもの 

公文書館では、展示用パネルを委託作成（契

約金額：９４万５，０００円）したが、取得単

価が５万円以上であるにもかかわらず、備品と

しての管理を行っていない。  

平成２０年５月２

２日付けで物品管理

システムに登録を行

った。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
主税局 

 

 個人事業

税の課税を

適正に行う

べきもの 

 

葛飾都税事務所では、不動産貸付業と駐車場

業を行っているＤに対し、駐車場について平成

１９年度に課税しているが、平成１７年度及び

１８年度においても駐車場の形態は同様である

にもかかわらず、それぞれの年度において課税

を行っていなかった。 

 

平成１７年度及び

平成１８年度も同様

の状況であったこと

を確認し、平成２０

年３月３日、増額賦

課決定を行い、翌日、

個人事業税増額賦課

決定通知書を納税者

あてに送付した。 

主税局 

 

 個人事業

税の課税を

適正に行う

べきもの 

 

杉並都税事務所では、不動産貸付業と駐車場

業を行っているＥに対し、不動産貸付業から生

じた所得のみを個人事業税の課税対象としてお

り、駐車場業から生じた所得については課税を

行っていなかった。 

 

現地調査を行い、

平成１７年度から平

成１９年度分につい

て、平成２０年３月

３日、増額賦課決定

を行い、同日、個人

事業税増額賦課決定

通知書を納税者あて

に送付した。 

主税局 

 

住宅用地

及び非住宅

用地の認定

を適正に行

うべきもの 

足立都税事務所では、土地の分筆登記が行わ

れた際に、現地調査を行い、住宅用地を１３０．

６１㎡、それ以外の土地を非住宅用地として１

４．４５㎡と認定している。 

しかし、土地の認定状況に係る関係書類を見

たところ、非住宅用地は２８．９１㎡であると

認められた。この結果、固定資産税・都市計画

税３万６，３２４円が課税不足となっている。 

現地調査を行い、 

平成１８年度から平

成１９年度分につい

て、平成２０年５月

９日に賦課決定を行

い、同日、決定通知

書を納税者あてに送

付した。 

主税局 

 

住宅用地

及び非住宅

用地の認定

を適正に行

うべきもの 

品川都税事務所では、品川区内の土地１，４

７１．１５㎡のうち、住宅用地を７３５．５８

㎡、非住宅用地を７３５．５７㎡と認定してい

る。 

しかし、現地調査を行った結果、住宅用地は

８７４．１２㎡、非住宅用地は５９７．０３㎡

であると認められた。この結果、固定資産税・

都市計画税１７１万１，２２２円が課税超過と

なっている。 

現地調査を行い、

平成１５年度から平

成１９年度分につい

て、平成２０年６月

１０日に賦課決定を

行い、平成２０年６

月２５日に課税超過

額を全額還付した。 

主税局 

 

固定資産

税・都市計

画税（家屋）

の課税を適

正に行うべ

きもの 

品川都税事務所では、平成１６年７月に家屋

数棟の滅失処理を行っているが、この際に、現

存している住宅１棟についても誤って滅失処理

を行ったことから、固定資産税・都市計画税１

万８，４１７円が課税漏れとなっている。 

現地調査を行い、

平成１７年度から平

成１９年度分につい

て、平成２０年４月

１０日に賦課決定を

行い、同日、決定通

知書を納税者あてに

送付した。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
主税局 

 

固定資産

税・都市計

画税（家屋）

の課税を適

正に行うべ

きもの 

杉並都税事務所では、ＪＲ中央線の高架下の

家屋１棟を課税客体として捕捉しておらず、固

定資産税・都市計画税４２万９，１３５円が課

税漏れとなっている。 

現地調査を行い、

平成１５年度から平

成１９年度分につい

て、平成２０年４月

１０日に賦課決定を

行い、同日、決定通

知書を納税者あてに

送付した。 

主税局 

 

固定資産

税・都市計

画税（家屋）

の課税を適

正に行うべ

きもの 

足立都税事務所では、足立区に所在する家屋

の増築部分を課税客体として捕捉しておらず、

固定資産税・都市計画税１万３，５０２円が課

税不足となっている。 

現地調査を行い、

平成１５年度から平

成１９年度分につい

て、平成２０年４月

１０日に賦課決定を

行い、同日、決定通

知書を納税者あてに

送付した。 

主税局 

 

滞納処分

の執行停止

に係る事務

処理を適正

に行うべき

もの 

渋谷都税事務所では、高額滞納者であるＦが納

付すべき個人事業税及び自動車税について、滞納

処分の執行停止と同時に欠損として処理してい

る（以下「同時欠損」という。）。しかし、関係

書類を調査したところ、Ｆの資力の回復の可否等

について十分な調査が行われていないことが認

められた。 

所は、当該案件については、同時欠損として処

理するのではなく、執行停止から２年を経過した

日以後に十分な調査を行った上で、不納欠損とす

るか、または、滞納処分の執行停止を取り消すか

を判断した上で処理すべきであった。 

平成２０年９月８

日全体課長会におい

て、全都税事務所の

納税・徴収課長に対

して、同時・即時欠

損に係る通達基準の

周知徹底と同基準に

基づく適正な事務処

理の徹底を指示し

た。 

 

主税局 

 

産業廃棄

物の収集運

搬処分委託

に係る事務

処理を適正

に行うべき

もの 

産業廃棄物の収集・運搬及び処分を委託する場

合には、運搬については産業廃棄物収集運搬許可

業者に、また、処分については産業廃棄物処分許

可業者に、それぞれ委託しなければならない。 

しかし、練馬都税事務所の産業廃棄物運搬及び

処分委託契約を見たところ、処分許可業者でない

Ｇと締結しており、適正でない。 

事務所において、

産業廃棄物の取扱い

に関する研修を実施

するともに、契約時

のチェック体制を構

築し、今後の適正な

事務処理を職員に周

知徹底した。 

局においても、自

己検査等を通じ、廃

棄物処理に係る適正

な事務処理を各部所

に周知徹底した。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
生活文化ス

ポーツ局 

 

業務委託

契約に係る

履行確認を

適正に行う

べきもの 

計量検定所では、「大型はかりの定期検査及び

計量証明検査」と「中型はかりの定期検査」の業

務について、委託契約を締結しており、この業務

委託仕様書によれば、「定期検査等業務報告書に

ついては、１か月単位で作成し当該月末日までに

提出する。」とし、また、「契約代金の支払いは、

履行確認後、毎月支払うものとする。」としてい

る。 

しかし、監査日（平成２０．１．２２）現在、

大型はかりに係る報告書は、平成１９年１０月分

以降は提出がなく、中型はかりに係る報告書つい

ても、１２月分以降は提出がないにもかかわら

ず、履行確認を行わないまま委託料を支払ってい

る。 

「大型はかりの定

期検査及び計量証明

検査」と「中型はか

りの定期検査」の業

務について、業務受

託者から提出された

定期検査等業務報告

書により毎月の履行

確認を行った上で、

支払を行っている。 

生活文化ス

ポーツ局 

 

業務委託

契約に係る

仕様書の作

成を適正に

行うべきも

の 

業務委託契約における仕様書の作成に当たり、

委託者が所要人員を指定することは、職業安定法

に抵触することとされている。   

消費生活総合センターでは、「平成１９年度東

京都消費生活総合センター夜間・休日利用者サー

ビス業務委託」契約（契約金額：１５０万１，５

００円）をＨと契約しているが、仕様書で業務従

事者の所要人数を指定しており適正でない。 

平成２０年度の契

約については、当該業

務委託契約に係る仕

様書の作成を適正に

行った。また、同様の

業務委託契約の仕様

書の作成に当たり、職

業安定法等に抵触す

る表記をすることの

ないよう、職員に周知

徹底した。 

生活文化ス

ポーツ局 

 

業務委託

契約に係る

仕様書の作

成を適正に

行うべきも

の 

産業廃棄物の収集・運搬及び処分を委託する

場合には、産業廃棄物の種類及び数量、受託し

た者の氏名又は名称等を記載した産業廃棄物管

理票を、引渡しと同時に交付しなければならな

いとされている。 

しかし、広報広聴部の「産業廃棄物運搬処理

委託」契約を見たところ、数量の記載のない産

業廃棄物管理票を交付しており、適正でない。 

「産業廃棄物適正

委託処理ガイドブッ

ク」を関係部署に配布

し、関係法令及び産業

廃棄物処理制度につ

いて周知するととも

に、今後適正な事務処

理を徹底するよう指

導した。 

都市整備局 

 

 都営住宅

の構造に関

する調査・

研究委託に

係る契約事

務を適正に

行うべきも

の 

都営住宅経営部は、都営住宅の耐震改修を行う

に当たり、都営住宅の構造的特性に合わせて耐震

診断手法の見直しを行うため、３回にわたり、既

存都営住宅の構造に関する調査・研究を財団法人

東京都防災・建築まちづくりセンターを特命して

委託している（３回の契約金額：１億１，１４６

万８，８７０円）。 

部は、センターを特命する理由を、「都営住宅

の特性を考慮した、工学的判断に基づく新しい知

見等による耐震診断手法の見直しを行うため、社

会的に認知された学術機関で、評価の高い専門家

による対応が必須であること」としている。 

しかし、センター以外にもこの業務を行える団

体があるにもかかわらず、部は、センターを特命

しており、適正でない。 

今後、特命契約の締

結に当たり、契約手続

の適正化に務めるよ

う局内に周知した。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
都市整備局 

 

 電話交換

機の購入に

係る契約手

続を適正に

行うべきも

の 

第一区画整理事務所は、Ｉを特命して電話交換

機を購入（契約金額：２２４万７，０００円）し

ているが、その理由として、①緊急的対応を要す

ること、②既存電話機と接続するため同一メーカ

ーの製品が必要なことを挙げている。 

しかし、①平成１９年２月に、電話交換機の交

換が必要であることを保守業者から報告されて

いるにもかかわらず、平成２０年２月に発注して

おり、緊急性が認められないこと、②電話交換機

は仕様が標準化されている製品であり、特定のメ

ーカーの製品を指定する必要がないことから、特

命により購入することは適正でない。 

今後、特命契約の締

結に当たり、契約手続

の適正化に務めるよ

う局内に周知した。 

都市整備局 

 

 庁有車運

行管理委託

を適正に行

うべきもの 

多摩建築指導事務所は、庁有車の運行管理業務

委託を請負契約として行っているが、「労働者派

遣事業と請負により行われる事業との区分基準」

によれば、請負契約とは、労働者に対する業務の

遂行方法に関する指示その他の管理を受託者が

行っている場合あるとしている。 

ところで、この契約について見ると、委託者で

ある所の職員が運転指示書をもって運転手に指

示しており、受託者が、自ら行わなければならな

い運転手に対する「指示その他の管理」を行って

いないため、請負契約として適正でない。 

 

平成２０年１０月

１日から仕様書を一

部変更し、運行計画の

作成・承認を、週単位

で行うこととした。 

 各課には、受託者へ

の運行指示について

周知徹底した。 

都市整備局 

 

 事業用地

維持管理単

価契約工事

を適切に行

うべきもの 

市街地整備部は、土地区画整理事業、再開発事

業等の事業用地、公共施設の維持・管理を行うた

め、単価契約工事を締結している。 

これらの単価契約工事は、緊急かつ小規模な工

事等を対象とするものであるが、緊急性のない工

事及び事業用地等を管理する目的から外れる工事

を行っているものが見受けられた。これは、部及

び所が、建設局の要領をそのまま準用し、土地区

画整理事業等の実態に合った指示工事の内容・緊

急性など単価契約の対象範囲を定めていないこと

によるものである。 

部は、事業の実態にあった「単価契約工事実施

要領」を作成するなどして単価契約工事の対象範

囲を定めた上で、適切に単価契約工事を運用する

よう所を指導されたい。 

各所は、単価契約工事による指示工事を適切に

行われたい。 

平成２０年９月１

９日「単価契約工事実

施要領」を定め、その

内容を所管事務所の

関係係長に説明し、所

内に周知徹底するよ

う指導した。  
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
都市整備局 

 

建築以来

未入居とな

っている再

開発住宅を

適切に管理

すべきもの 

都営住宅経営部は、市街地再開発事業に伴い住

宅に困窮することとなる者（以下「本来使用者」

という。）に使用させるための住宅（以下「再開

発住宅」という。）２３棟２，０５６戸を建設し、

管理している。 

ところで、再開発住宅として建設したものの、

本来使用者が入居せず、建設以来長期に渡って未

入居となっている住宅がある。このような住宅

は、再開発事業の施工者に利用予定を確認し、利

用しないことが明らかになった場合には、一般の

都営住宅と同様に公募すべきであるが、部は、こ

れをしないまま、空き家として保有しており、適

切でない。 

建築以来、未入居と

なっていた１７戸の

うち、再開発事業用と

して利用する予定が

ない１４戸は、都営住

宅として利用するこ

ととした。 

残り３戸について

は、利用予定があるこ

とを確認した。今後、

利用状況を継続的に

確認していく。 

都市整備局 

 

 建築基準

法に基づく

完了検査申

請を行うよ

う適切に指

導すべきも

の 

建築基準法第７条では、建築物等が竣工した場

合には、建築主は、建築物等が計画どおりに完成

し、建築関係法令の基準に適合しているかについ

て、検査を受けることとされている。 

 しかし、平成１８年度に確認申請があったもの

で、平成１９年３月３１日現在、確認申請上の竣

工期日を経過している８，１２０件のうち、竣工

期日を経過しても完了検査済み証を交付してい

ない建物が２，７６２件（３４．０％）あった。 

 部及び所は、これまで建築主に対して完了検査

申請を促すリーフレットを配布するなど一般的

な普及啓発に努めているが、確認申請上の竣工予

定日を過ぎてなお完了検査申請がないものにつ

いて、個別具体的に、工事状況の確認や建築主に

対する完了検査申請の指導を行っていない。 

部及び所は、完了検査申請を行うよう建築主に

対して適切に指導されたい。 

 完了検査申請の指

導手順を定め、平成２

０年１０月１日受付

以降の確認申請物件

について、手順に基づ

き、建築確認時に建築

主等に完了検査申請

の必要性を個別に周

知するとともに、確認

申請上の工事完了予

定日を過ぎてなお完

了検査申請がない建

築主に対し、完了検査

の申請を行うよう指

導している。 

 また、指導に必要な

建築確認事務システ

ムの改修を行った。 

環境局 

 

 契約事務

を適正に行

うべきもの 

 多摩環境事務所では、「奥多摩体験の森浄化槽

設備改修工事」をＪと締結しているが、次のとお

り適正でない点が認められた。 

① 廃棄物の処理方法等については、設計図書（仕

様書等）に明示することとされているが、所は、

当該契約の仕様書にその記載を行っていない。 

② 所は、請負者が工事で発生した産業廃棄物を

監査日（平成２０．４．１４）現在に至っても処

分していないにもかかわらず、工事が完了したと

して処分料を含めた契約金額を支払っている。 

平成２０年５月１

５日所において、「建

設工事等から生じる

廃棄物の適正処理検

討会」を開催し、廃棄

物の処理方法等につ

いて仕様書に明記す

べき内容や契約担当

部署として注意すべ

き点について確認し、

結果について係内に

周知徹底した。 

なお、請負者は、平

成２０年５月８日に

廃棄物を処分受託者

に持ち込み、適切に最

終処分を行い、所に産

業廃棄物管理票を提

出した。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
福祉保健局 

 

 診療報酬

の請求を適

切に行うべ

きもの 

生活保護法による医療扶助を受ける患者は、福

祉事務所が発行する医療券により診療を受けて

いるが、その医療券は、福祉事務所が医療機関に

作成を依頼する医療要否意見書に基づいて作成

されている。 

ところで、中部総合精神保健福祉センターは、

福祉事務所から医療券が未着の場合でも、加療の

必要がある患者に対して診療を行っている。 

しかし、中部総合精神保健福祉センター自身が

医療要否意見書を福祉事務所に提出していない

ために、福祉事務所が医療券を発行できない状況

となっている。そのため、中部総合精神保健福祉

センターは診療報酬基金等に請求できず、診療報

酬９９３万余円が未請求となっている。 

医療要否意見書（３

５件）については平成

２０年６月中に福祉

事務所へ提出し、福祉

事務所から交付され

た医療券をもとに、同

年７月１０日に診療

報酬請求を行った。 

なお、医療要否意見

書について福祉事務

所から届き次第記入、

提出しており、平成２

０年１０月３日現在、

未提出分はない。ま

た、未収金について

も、チェックリストを

作成して所内管理職

が毎月状況を把握す

るなど、管理体制を強

化した。 

福祉保健局 

 

 職員宿舎

使用料に係

る減額基準

適用の確認

を適切に行

うべきもの 

障害者施策推進部は、東京都多摩療護園及び清

瀬療護園に併設する各職員宿舎への入居者の指

定及び入居の確認、宿舎使用料等の徴収事務等を

指定管理者に委託し、部は、指定管理者から毎月、

提出される使用状況報告に記載された使用料を

歳入調定している。 

 しかし、歳入調定に係る事務処理を見たとこ

ろ、部は、指定管理者から使用料の減額の対象と

なる職種や変則勤務状況について根拠となる資

料を徴取していないことから、減額基準の適用の

可否を確認することなく、使用料を歳入調定して

おり、適正でない。 

 部は、指定管理者か

ら、平成２０年８月よ

り職員宿舎使用状況

報告において勤務状

況表を提出させ、減額

基準適用の可否を毎

月確認している。 

病院経営本

部 

 

 ペースメ

ーカの購入

に係る契約

方法を見直

すべきもの 

大塚病院及び豊島病院では、ペースメーカの購

入について、その業者は製造元の指定代理店、ま

たは、国内唯一の輸入代理店であるためとして、

それぞれ業者と特命随意契約により締結してい

る。 

しかし、製造元が同一であるペースメーカを、

①大塚病院及び豊島病院では、異なる契約相手先

から購入していること、②他の都立病院では、指

名競争契約により購入していることから、特命随

意契約によりペースメーカを購入していること

は適切でない。 

 大塚病院では、監査

実施日以降の契約に

ついて、競争による契

約方法に変更し、その

契約実績は３件であ

る。 

豊島病院では、７月

以降の契約について、

競争による契約方法

に変更し、その契約実

績は７件である。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
産業労働局 

 

 システム

のセキュリ

ティ対策を

適切に行う

べきもの 

金融部は、貸金業者情報の登録及び管理を目的

として所有するハードウェアで貸金業管理シス

テムを運用しており、システムのセキュリティ機

能を維持するため、毎年自らソフトウェアの有効

期限を更新することとしている。 

ところで、このシステムの平成１９年度におけ

るセキュリティ状況を見たところ、平成２０年２

月２７日が有効期限であり、保守業者からも更新

手続を行うよう報告を受けていたにもかかわら

ず、部は、有効期限の更新など機能維持の対策を

とっていないことが認められた。このため、監査

日（平成２０．６．７）現在、新たなウイルスに

対応できない状態となっており、システムの安全

性が確保されていないのは適切でない。 

 平成２０年６月１

３日（金）にセキュリ

ティソフトの更新を

行い、システムの安全

性を確保した。また、

ソフトの更新状況や

保守業者からの報告

内容については、必ず

複数でチェックする

こととした。 

中央卸売市

場 

 市場施設

使用料の算

定を適正に

行うべきも

の 

大田市場では、市場施設を市場関係者に使用指

定し、使用料を徴収している。 

ところで、場がＫに使用指定をしている事務棟

５階について見たところ、使用指定範囲から除く

べきパイプシャフト部分２．８㎡を含めて使用指

定していることが認められた。この結果、年間７

万２，２４０円を過大に徴収している。 

 平成２０年２月分

から使用指定面積を

修正した。 

 また、過大に徴収し

た使用料については、

同年３月に使用者へ

還付した。 

中央卸売市

場 

 

 事務室の

使用料免除

に係る事務

処理を適切

に行うべき

もの 

築地市場は、Ｌに対する事務室の使用許可に当

たり、Ｌは都が行うべき消費者普及・広報活動を

補佐・代行し、その事務事業を行うことを主な目

的とする団体であるとして、使用料を免除してい

る。 

ところで、使用料の免除を受けるに当たり、Ｌ

は、毎事業年度の予算書・決算書及び事業報告書

を、場に提出することとしているが、平成１６年

度以降の決算書及び事業報告書は提出されていな

いことが認められた。 

場は、毎年度、使用料を免除するに当たり、決

算書・事業報告書の提出を求めるとともに、Ｌの

行っている事業について、使用料免除に係る要件

が満たされているか、確認する必要がある。 

 平成２０年度の使

用料免除の処理にあ

たっては最新の予

算・決算書・事業報告

書の提出を受けた。 

なお、事業内容につ

いては、水産物・青果

物の体験学習や親子

セミナー等を行って

おり、都の広報活動を

補佐・代行しているこ

とから、使用料免除に

係る要件が満たされ

ていることを確認し

た。 

中央卸売市

場 

 

 一般廃棄

物の収集・

運搬に係る

契約方法を

競争契約に

見直すべき

もの 

食肉市場は、食肉市場汚物搬出処理業務につい

て、Ｍを特命して随意契約（単価契約、推定総金

額：４，９４１万７，８５５円）を締結している

が、本件契約に係る委託内容について見たとこ

ろ、産業廃棄物である汚泥の収集・運搬及び中間

処理以外に、と畜作業で発生する一般廃棄物の収

集・運搬が含まれている。 

しかし、一般廃棄物は、地元区内の清掃工場に

搬入すべき可燃ごみであり、Ｍを特命して収集・

運搬委託する合理的な理由は認められない。 

 平成２０年度から、

一般廃棄物の収集・運

搬については、「食肉

市場ごみ収集運搬委

託（単価契約）」とし

て競争により契約を

締結している。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
中央卸売市

場 

 

 単価を適

切に設定し

たうえで、

見学案内委

託に係る積

算を適正に

行うべきも

の 

食肉市場は、食肉市場見学案内業務について、

Ｎを特命して随意契約（単価契約）を締結して

おり、その積算の単価について、東京都再雇用

職員の報酬額を基に、１回当たり１万５，４９

８円としている。 

しかし、１回当たりの案内業務に実際に従事

している時間は４時間程度であり、都の再雇用

職員の勤務実態は１日８時間であることから、

場は、単価について、見直す必要がある。 

平成２０年度「食肉

市場見学案内委託（単

価契約）」において、

積算の単価を見直し

た。 

中央卸売市

場 

 

 産業廃棄

物量を適切

に算定した

うえで、委

託契約を締

結すべきも

の 

管理部では、市場から発生する汚泥を産業廃

棄物として収集・運搬するため、「管路等の清掃

及び汚泥収集・運搬委託契約」２件を、総価契

約により締結している。 

両契約のうち、汚泥収集・運搬委託に係る部

分について見たところ、部は、発生する汚泥の

量について合計で５０ｔであると見込んでいる

が、過去６年間に実際に発生している汚泥の量

は平均でも合計２３ｔ程度であり、発生量を過

大に見積っている。 

平成２０年度は、発

生する汚泥の量につ

いて、過去６年間の平

均実績に１８年度か

ら１９年度の伸び率

を乗じて求めた値を

予定数量とし、契約を

締結した。 

中央卸売市

場 

 

 防災設備

の保守管理

を適正に行

うべきもの 

世田谷市場では、防災センター総合防災設備

保守点検委託契約（契約金額：４０７万４，０

００円、契約期間：平成１９．４．１～平成２

０．３．３１）を締結している。 

この委託契約による防災設備の保守点検結果

について見たところ、平成１９年５月に報告さ

れた点検結果で、不良と判定された設備につい

て、平成１９年１１月にも同様の報告を受けて

いるが、監査日（平成２０．１．２５）現在、

修繕等に向けた対応が行われていない。 

ガス漏れ火災警報

設備、誘導灯設備、防

排煙制御設備につい

ては、平成１９年度に

修繕済であり、また、

自動火災報知設備に

ついては、平成２０年

１０月に修繕を行っ

た。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
建設局 

 

 土地使用

料の徴収を

適切に行う

べきもの 

西部公園緑地事務所では、井の頭恩賜公園で飲

食店を営む１０名に対して、土地の使用料を徴収

しているが、使用料にかかる収入未済金の状況に

ついて見たところ、以下のとおり不適切な事例が

見受けられた。 

① 収入未済案件について、監査日現在までの納

付交渉等の記録がない。また、所が使用者に交付

した設置許可書には経営状況の報告条項の記載

がないため、経営状況報告書が提出されていな

い。 

② 使用料の納期限の古いものから納付させる

べきであるにもかかわらず、新しい納期限のもの

を納付させている。 

③ ５年毎の許可更新の際に、収入未済金が解消

されないまま、許可更新を行っている。 

 所は、土地の使用料の徴収を適切に行うととも

に、部は所を適切に指導されたい。 

 

公園緑地部は、平成

２０年３月、手引きの

改正を行い、同年３月

２５日に所に通知し、

徴収事務の取扱いにつ

いて適切に行うよう指

導した。また、設置許

可書の記載事項につい

ては、通知文を再度送

付、周知した。 

所は、次の措置を講

じた。 

① 納付交渉等記録を

整理した。 

 また、経営状況報告

書については、遺漏な

く事務処理を進める旨

同年４月１６日に課内

周知を行った。 

② 全て解消済であ

る。今後も、遺漏のな

いよう適切に未納解消

を進める。 

③ 許可更新にあたっ

ては、未済金を残すこ

とのないよう、同年４

月１６日の係内会議に

より再度、周知徹底を

図った。 

建設局 

 

 家屋調査

に係る契約

事務手続を

適正に行う

べきもの 

北多摩北部建設事務所が締結した空堀川整備

工事（その５９）に伴う家屋調査委託(事後)の契

約事務手続きについて見たところ、３社で見積合

わせ（平成１９．７．１９）を行いＯ社を契約の

相手方として決定し（見積額６５万１，０００

円）、契約事務を進めたが、後日、Ｏ社より辞退

届が提出され、契約不調となっていた。 

この場合、改めて見積合わせを最初からやり直

さなければならないにもかかわらず、このような

手続きを経ることなく、家屋調査委託(事前)を行

ったＰと特命随意契約を締結しているのは適正

でない。 

北多摩北部建設事務

所では平成２０年度か

ら「工事に伴う家屋事

後調査委託」について、

特命随意契約は行わ

ず、競争入札により契

約手続を行うことと

し、家屋事後調査に係

る契約の入札を平成２

０年７月３日に行っ

た。 

 

 

 

 

 

 



 - 13 -

対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
建設局 

 

 単価契約

工事を緊急

に行うべき

理由を指示

書などに明

示すべきも

の 

単価契約工事は、緊急に対応する必要があるた

め、割高な単価を定めていることから、実施する

際には、工事を緊急に行うべき理由を文書により

明示する必要がある。 

 しかし、第一建設事務所及び北多摩北部建設事

務所における単価契約工事の指示内容を見ると、

カラー舗装、落書き消去、廃棄物処分、除草など

の作業を実施しているが、指示書及び指示記録簿

のいずれにも緊急に行うべき理由を記載してい

ない。 

部は、単価契約工事を緊急に行うべき理由を指

示書などに明示するよう、所に対して適切に指導

されたい。 

平成２０年９月１２

日に各建設事務所担当

者を集め「道路維持関

係検討会」を開催し、

緊急に行うべき理由を

指示書などに明示する

ことについて、検討し

た。その検討結果を踏

まえ、同年１０月に指

示書への記載方法を決

定し、後期（１１月）

の指示から適用するよ

う、各建設事務所へ同

年１０月３１日付け通

知により周知した。 

港湾局 

 

委託料の

積算を適正

に行うべき

もの 

港湾経営部は、平成１９年度港湾施設使用料等

に関するインセンティブ制度に係る効果分析事

務事業委託契約（契約金額：９６４万４７０円、

契約期間：平成１９.１２.２６～平成２０.３.２

８）を、特命により、社団法人東京都港湾振興協

会と締結しているが、本件の委託料積算について

は、港湾工事設計単価表（以下「単価表」という。）

を基に、契約相手方の種別に応じて積算すること

と定められている。 

しかし、当該契約について見たところ、種別を

契約相手と対応した財団法人等（社団法人含む）

ではなく、誤って建設コンサルタントとして積算

していることが認められた。 

このため、積算額２０万５，０７１円が過大な

ものとなっている。 

平成２０年９月１日

開催の部課長会におい

て、今後の委託料の積

算に当たっては、適正

な予定価格の積算を行

うべきことを内容とし

た同年８月２９日付通

知文を配布し、部内職

員への周知徹底を図っ

た。 

港湾局 

 

 契約事務

手続きを適

正に行うべ

きもの 

東京港建設事務所は、平成１９年度旧南部庁舎

外溝撤去工事を特命随意契約（工期：平成２０．

１．２９～同年３．３１）で行っている。 

また、旧南部庁舎の隣接箇所（護岸）において

も、平成１９年度大井ふ頭その１北側護岸改修工

事（工期：平成１９．１１．２７～平成２０．３．

２８）が行われており、作業ヤード等で旧南部庁

舎敷地を使用している。 

ところで、南部庁舎外溝撤去工事は、護岸改修

工事の作業ヤード等と工事現場が重なる箇所が

あり、工期内に調整しながら施工する必要がある

ため、同一業者で行うとして、特命随意契約にて

行っている。 

しかし、本工事は、護岸改修工事と工種が異な

る解体工事が主体で、重なる工事現場の調整も日

程的に十分対応できるため、通常の競争入札が可

能であり、特命随意契約で行っていることは適正

でない。 

今後、工事等が輻輳

する場合については、

工程等を十分精査し

た上、競争入札で契約

事務手続を適正に行

うよう関係職員に周

知した。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
東京消防庁 

 

防火水槽

の撤去工事

にあたり適

切な積算を

行うべきも

の 

丸の内消防署は、千代田区が業者Ｑに発注して

いる「有楽町・銀座地区地下歩行者道路等整備工

事」に伴い支障となる防火水槽を撤去するため、

「防火水槽撤去工事」（平成１８年度一期工事の

本工事費：７０２万１，７７９円、平成１９年度

二期工事の本工事費：１８２万１，３４８円）を

Ｑに特命で発注している。 

防災部は、建設局土木工事積算基準によって土

木工事の積算を行うこととしているが、これによ

ると、同一工事区域内の請負者に特命をする場合

には、仮設や現場管理の諸経費が節減されるた

め、諸経費を調整することとされている。 

しかし、本工事ではその調整が行われておら

ず、諸経費の積算額約２２１万円が過大となって

いる。 

水利施設等の工事に

係る適切な積算事務の

徹底について、同一工

事区域内の請負者を特

命する工事の場合に

は、直接工事費の合算

額を対象に経費率を求

めるよう平成２０年４

月２２日及び同年９月

２４日付けで各部及び

署に対し通知し、今後

の適正な事務処理を徹

底するよう指導した。

東京消防庁 

 

 下水道の

排出量認定

を申請し、

料金の削減

を図るべき

もの 

第九消防方面本部は、八王子市平町１５４番１

号において、水道水を使用して消火訓練を実施し

ているが、八王子市下水道条例によれば、使用す

る水量と下水道に流される水量が著しく異なる

場合の汚水の排出量は、使用者の態様を勘案して

市長が認定するとしている。 

しかし、訓練で使用した水道水の大部分は、下

水道に排水されない状況となっており、排出量認

定を受けることによって下水道料金が減額され

るにもかかわらず、通常の下水道料金を支払って

いる。 

 第九消防方面訓練場

の排出量認定について

は、平成２０年３月３

日に八王子市に申請

し、同年３月５日に認

定を受けた。 

 下水道料金の減免に

ついては、同年９月２

４日付けで各部及び署

に対し通知し、今後の

適正な事務処理を徹底

するよう指導した。 

交通局 

 

 業務委託

契約に係る

仕様書の作

成を適正に

行うべきも

の 

業務委託契約の締結に当たり、業務委託等の

契約書に添付する内訳書等に、人数及び１人当

たりの単価を表示することは、職業安定法に抵

触することとされている。 

電車部は、地下鉄駅施設の清掃等業務委託に

おいて、仕様書で、業務従事者に所要人数を指

定しており、適正でない。 

平成２０年９月１

日に「平成２０年定例

監査指摘事項」の説明

会を開催し、各部監査

担当課長に周知徹底

した。 

平成２０年度の業

務委託契約に係る仕

様書の作成は適正に

行っている。 

交通局 

 

 雑費前渡

金の取扱を

適切に行う

もの 

交通局では、雑費前渡金により処理すること

ができるのは、施設の軽易な補修及び備品の修

繕に要する費用などの場合で、５万円を限度と

するとしている。 

しかし、都庁前駅務管理所では、新規の誘導

明示物を作成し、設置するものに、また、新橋

駅務管理所では、事故等により列車の運行ダイ

ヤが乱れ最終電車に間に合わなかった利用者の

タクシー代金を、それぞれ雑費前渡金にから支

出している事例が見受けられた。 

平成２０年８月１

９日に行われた所長

会において、今回の事

例・指摘を報告し、今

後同様の処理を行わ

ないよう周知徹底し

た。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
水道局 

 

 公衆浴場

営業用途の

水道料金等

の減額を適

正に行うべ

きもの 

江東及び墨田営業所において、公衆浴場水栓の

料金減額状況について見たところ、監査日（平成

２０．１．２９）現在、料金減額の対象外である

コインランドリー分の水量の減額を継続してい

ることが認められた。 

公衆浴場に併設するコインランドリーの把握

については、「委託徴収業務の処理要領」に明記

（注意義務及び報告義務）されており、検針受託

業者が定期検針時に行う外観確認で十分可能で

あるにもかかわらず、これを怠ったために、適正

な使用料金の算定ができなかったものである。 

両所は、検針受託業者が適切な定期検針業務を

行うよう指導し、公衆浴場営業用途の上下水道料

金の減額を適正に行われたい。 

両所分について、平

成２０年４月までに是

正するとともに、所内

係長会議を開催し指摘

事項を関係職員に周知

した。 

部は、同年３月から

６月にかけて検針係長

会幹事会、営業所長会、

検針係長会総会を開催

し、指摘事項を周知し

た。 

今後は、定期検針時

における委託会社の確

認とともに、サービス

推進部にて確認調査に

基づいて作成した「公

衆浴場営業・コイン洗

濯機台数確認リスト」

により委託会社から年

１回報告させること

で、より適切な事務処

理の徹底を図ってい

く。 

水道局 

 

 下水道料

金の減額を

適正に行う

べきもの 

板橋南及び品川営業所における生活関連業種

の下水道料金の減額について見たところ、以下の

事例が認められた。  

① 板橋南営業所では、パン製造小売業につい

て、小売店舗がなく製造のみを行っている使用

者、売上高が減額の基準である全体の売上高の１

／２以上に満たない使用者に対して減額してい

た。また、魚介類小売業については、専業でなく

なった使用者について、減額を継続していた。 

② 品川営業所は、平成１７年３月に日本そば

（うどん）店が減額対象外の業種（居酒屋）に変

更しているにもかかわらず、生活関連業種として

減額を継続していた。 

両所分について、平

成２０年４月までに減

免適用の解除を行っ

た。 

両所において同年２

月１５日に係長会議を

開催し、所内で再発防

止に向け、事務処理の

遺漏がないよう関係職

員に周知した。 

また、同年３月から

６月にかけて検針係長

会幹事会、営業所長会、

検針係長会総会を開催

し、減免に係わる事務

処理について遺漏のな

いよう指示した。 

さらに、同年５月か

ら８月にかけて局全営

業所、同年９月から１

０月にかけて委託全営

業所の訪問指導を実施

し、適切な事務処理の

徹底を図っている。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
水道局 

 

 料金の算

定を適正に

行うべきも

の 

同一の使用者が同一敷地内において２つ以上

のメータにより水道を使用する場合、水道料の算

定は、各メータで計量した水量の合計を使用水量

としている。また、従量料金は、合計基本料金に

対応する給水管の呼び口径等の料金を適用して、

料金の算定を行うこととしている（以下「総計扱

い」という。）。 

 また、下水道料においても、同一使用者が同一

敷地内から汚水を公共下水道に排出している場

合は、その排出量を合算して料金を算定すること

としている。 

しかし、大田北営業所管内のＲは、同一敷地に

本社並びに工場の建物を有し、各々呼び口径４０

ｍｍのメータを設置しているが、所はこれを総計

扱いにしておらず、従量料金について、使用水量

を合算して算定していない。また、下水道料金に

ついても、汚水の排出量を合算して料金を算定し

ていない。 

この結果、平成１９年度分で７５万４，７０２

円の上下水道料金が算定不足となっている。 

本件は、平成２０年

３月５日付で総計扱い

に変更した。 

同年２月１３日所内

係長会議を開催し、所

内で再発防止に向け、

事務処理の遺漏がない

よう周知した。 

また、同年５月３０

日営業所長会、同年６

月６日検針係長会総会

を開催し、料金に係わ

る適切な事務処理を指

示した。 

 

水道局 

 

 物品購入

契約を適切

に行うべき

もの 

朝霞浄水管理事務所では、ハードディスクドラ

イブ装置外５点の買入れ（契約金額１３８万７５

０円）をＳと特命随意契約により行っているが、

この内訳金額を見たところ、８０ギガバイトで１

２５万２，０２０円となっており、極めて高額と

なっていた。 

所は、特別な品質管理を行っているためとして

いるが、仕様書を見ると、特別な品質管理を行っ

ているとは認められず、一般的な市場価格により

試算すると、１７万７，０５０円となる。所は物

品購入を適切に行われたい。 

 今後、本案件と同様

な物品購入を行う場

合には、当該仕様書に

機器及び材料等の機

能詳細、規格、品質等

に係る項目を明確に

記載するとともに、金

額の妥当性を検証す

る。 

 また、この取り扱い

については、局内にお

ける設備設計情報連

絡会等を通じて周知

を図った。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 

水道局 

 

 競合する

工事に係わ

る連絡調整

を適切に行

うべきもの 

局では、水道緊急工事（維持補修工事）請負単

価契約（以下「緊急工事」という。）の単価設定

について、配水管小規模整備工事請負単価契約

（以下「小規模工事」という。）と比べ 、緊急

性があることから割増しで設定している。 

 北部支所では、板橋区が補修工事を施工中の道

路に、配水小管の取出し管を設置するため、板橋

区蓮根二丁目１８番地先において取出し工事（請

負金額：２２３万５，２７２円、平成１９．９．

３～平成１９．９．１４）を緊急工事により施工

している。これは、所が区の工事が予想よりも早

く進んでいることに気付き、区と調整した結果、

取出し工事を大至急施工することとしたもので

ある。 

しかし、区との連絡調整を密に行っていれば、

小規模工事による施工が可能であり、試算すると

６６万４，８６１円の不経済支出となっている。 

工事に係わる連絡調

整について、以下のと

おり周知徹底及び再発

防止を図った。 

① 「北部支所配水課

係長会」で内容報告。

併せて、改善方法につ

いて周知を図った。（平

成２０年４月１１日）

② 北部支所における

「水道工事請負単価契

約者説明会」で、業者

間の連絡を密に行うよ

う指導を行った。（同

年４月２２日） 

③ 北部支所管内各道

路管理者に対して、管

理者工事において工程

変更が生じた場合、速

やかに当局に連絡を頂

けるよう申入れを行い

了解を得た。（同年５

月９～２０日） 

④ 北部支所では、「道

路工事との競合工事

（確認シート）」を作

成し、関係部所が決裁

することで、工事内

容・施工時期等の情報

共有を図った。 

水道局 

 

契約事務

を適正に行

うべきもの 

研修・開発センターは、製品指定をしたリフタ

ー（荷物用の小型昇降機）とソケット等の消耗品

１１点の購入契約をＴと見積競争により締結し

ている（契約金額：４７万１，４５０円）。 

 ところで、リフターの納入経過を見ると、セン

ターは、Ｔからの事前の申し出により、指定製品

とは異なる同等品の製作納入を承認し、納品検査

も合格としている。 

この経過からすれば、製品指定は不要で、同等

品による競争が可能であったと考えられる。 

指摘内容について、

平成２０年６月６日に

各係会を開催し、研

修・開発センター職員

全員への周知を図っ

た。 

また、製品指定チェ

ックリストを作成し、

製品指定に当たって

は、同リストを活用し、

十分な検討を行うこと

とした。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 

水道局 

 

 清掃日の

設定を適切

に行うべき

もの 

研修・開発センターは、Ｕと清掃委託契約（契

約金額：５１９万７,５００円、契約期間：平成

１９.４.１～平成２０.３.３１）を締結してい

る。 

ところで、清掃は、洗剤等を使用して行う本清

掃（年８６回）と簡易な日常清掃（年３０２回）

に分かれている。  

しかし、清掃日と清掃内容について見たとこ

ろ、平成１９年５月以降、床本清掃と本清掃（便

器）を日常清掃と同一日に変更していたため、日

常清掃と本清掃の同一作業が２８回重複してい

る。 

指摘内容について、

平成２０年６月６日に

各係会を開催し、研

修・開発センター職員

全員への周知を図っ

た。 

本件契約は、指摘後、

平成２０年２月２７日

から本清掃と日常清掃

を同一日に変更するこ

とを認めていない。ま

た、平成２０年度の契

約においても、本清掃

と日常清掃を同一日に

変更することを認めて

いない。 

水道局 

 

保守業務

受託者の点

検作業体制

を明確にす

るよう検討

すべきもの 

多摩水道改革推進本部では、多摩地区水道施設

計装設備等（その１）保守業務委託をＶと特命随

意契約している。（契約金額：２，８３５万円、

契約期間：平成１９．４．５～平成２０．３．２

１）。 

これは、当該計装設備等はＷが製作したもので

あるため、その保守については、Ｗの代理店であ

るＶが行っているが、実際の点検作業等に受託者

以外（子会社等）の社員が従事することがあり、

当該委託業務の実施状況を見ても、現場での機器

点検は、受託者の他にＸの社員が従事している状

況が認められた。 

しかし、遠隔制御により運転管理を行っている

小規模浄水所等の中枢部に、当該保守業務の履行

のため受託者以外の者が立ち入っているにもか

かわらず、本部が立入者の把握を書面で行ってい

ないことは、セキュリティ管理の重要性を十分に

認識しているとは言えない。 

平成２０年３月２４

日付けで多摩水道改革

推進本部内関係各係へ

意見・要望の概要を書

面で通知するととも

に、各係会において同

概要を職員に周知徹底

した。 

水道施設への立ち入

りに際して、セキュリ

ティ管理の面から、業

務委託提出書類の様式

を変更し、作業予定表

の中に業務責任者名、

点検者名等を記載する

よう、改正した。 

平成２０年４月から

運用を開始し、今後、

契約する保守業務委託

についても同様の作業

予定表の提出を求め、

セキュリティ管理を徹

底する。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
下水道局 

 

下水道料

金の算定を

適正に行う

べきもの 

局は、下水道料金を使用者ごとに算定してお

り、同一使用者が同一敷地内から公共下水道に排

出し、汚水の種別が同一のときは、その排出量を

合算して料金を算定するとしている。 

 しかし、南部管理事務所で行っている公共下水

道の一時使用にかかる料金算定について見たと

ころ、同一法人が同一敷地内から同一種別（一般

汚水）で同一使用目的（事業用）の汚水を排出し

ているにもかかわらず合算していないものが認

められた。 

当該事業所について

は、平成２０年４月１

７日以降分から合算に

よる算定方式に変更し

た。 

また、経理部から同

年８月７日付けで各下

水道事務所長あてに通

知し、このような事例

が発生した場合には、

汚水排出量を合算して

料金算定を行うよう周

知徹底を図った。 

下水道局 

 

 汚泥焼却

灰の処理に

当たって事

務手続きの

透明性を確

保すべきも

の 

施設管理部及び流域下水道本部は、下水焼却汚

泥を有効活用することを目的として、「下水汚泥焼

却灰の資源化に関する平成１９年度実施協定」を

結んでおり、この協定に基づいて、汚泥焼却灰を

セメント原料等に加工し、処理費用の支出を行っ

ている。 

ところで、本協定の締結について見たところ、

年間約３億円（平成１８年度実績）にものぼる経

費の支出の根拠となっているにもかかわらず、協

定の締結の意思決定の過程において、協定の締結

相手とした理由や処理単価の積算について決定原

議に記載がないなど、事務手続きに不透明な点が

認められた。 

部及び本部は、汚泥焼却灰の処理に当たって、

協定の締結相手の選定理由及び処理単価の積算に

ついて決定原議に明記するなど、事務手続きの透

明性を確保されたい。 

 

 平成２０年度「下水

汚泥焼却灰の資源化に

関する実施協定」の締

結に当たり、協定相手

方の選定理由並びに資

源化経費の単価につい

て、それぞれ決定手続

をとり、事務手続きの

透明性の確保を図って

いる。 

下水道局 

 

再リース

による賃貸

借契約に当

たって、内

容を精査す

べきもの 

流域下水道本部は、エアシャワー等の機器の賃

貸借を行う契約を行っているが、本賃貸借契約は、

平成１９年８月３１日で５年間のリース期間が終

了することから、本部は、同年９月１日以降、再

リースにより賃貸借契約を継続している。 

ところで、再リースにおける契約金額（月額７

９万３，８００円）は、当初契約金額（月額９１

万１，５０２円）の８７．１％となっており、当

初リース期間において減価償却を考慮しておら

ず、割高な契約金額となっている。 

 

平成２０年度の再リ

ース契約に当たり、見

積内容・仕様書の確

認・精査を行った結果、

当初契約金額１，０９

３万８，０２４円（年

額）の約２割の額２２

０万５，０００円（年

額）で契約締結した。
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
下水道局 

 

 契約内容

を踏まえて、

特命による

契約の適否

を判断すべ

きもの 

南部管理事務所は、宅地内の排水設備の接続状

況を調査することを目的として、「排水設備接続

状況調査作業委託」契約を、東京都下水道サービ

ス株式会社を特命して締結している（契約金額：

１，２０７万５，０００円）。 

ところで、当該調査は、主に雨どいなど雨水排

水設備の接続状況等を確認するものであり、接続

に問題があった世帯について、排水設備の接続状

況を図面に記したうえで、現場の写真を撮影して

報告するものである。 

このような内容の調査は、宅地用の排水設備の

構造に精通する業者であれば、遂行が可能であ

り、特命により契約を行っているのは適切でな

い。 

当該の調査作業委託

は、平成１９年度で終

了した。 

なお、今後、当該の

調査作業委託を行う

場合は、今回の指摘の

趣旨を踏まえ、入札に

より契約事務を行う。

下水道局 

 

管渠補修

工事におけ

る積算を適

正に行うべ

きもの 

東部第二管理事務所は、葛飾区白鳥二丁目付近

外管渠補修工事（契約金額：２，２８４万４，３

８８円、工期：平成１９．７．４～平成１９．９．

２８）を行っている。 

ところで、当該工事の積算について見たところ、

既設取付管調査工の積算において、箇所当たりの

単価（１，２９５円）に箇所数の１３９（箇所）

を乗ずべきところを、誤って延長数５５３．７（ｍ）

を乗じて積算していることが認められた。 

このため、積算額が８０万８，５００円過大な

ものとなっている。 

東部第二管理事務所

では、出張所長又は工

事担当係長により積算

のチェックを行うよう

体制を見直すととも

に、施設管理部から、

各管理事務所にあて

て、平成２０年１月２

４日付けで再発防止の

ための通知を関係所属

に周知し、徹底を図っ

た。 

下水道局 

 

 本部が設

置する職務

住宅につい

て見直しを

検討すべき

もの 

流域下水道本部は、多摩地域の水再生センター

において、休日・夜間等における地震や災害等の

非常事態に対応することを目的として、職務住宅

を設置している。 

ところで、職務住宅の現状について見たとこ

ろ、①職務住宅が設置されている水再生センター

が７箇所中３箇所に過ぎないのに加え、入居率が

５割に満たないなど、非常時における配備体制が

不明であること、②マニュアル等に定められた訓

練への参加率が２割程度と低調であることが認

められた。 

一方、局は、平成１８年度に災害対策職員住宅

を設置し、休日・夜間等における災害の発生時に

都庁第二本庁舎に参集し、本部が管轄する地域を

含めた都全体について、防災機関との連絡調整、

被害情報の収集等に従事させる体制をとってい

る。 

本部は、流域における職務住宅の現状及び局が

休日・夜間等における災害時の初動体制を確保し

ていることを踏まえ、本部が設置する職務住宅に

ついて、見直しを検討されたい。 

 

現在設置している職

務住宅は、平成２１年

３月３１日をもって廃

止することとし、平成

２０年９月２６日付け

で廃止決定し、同日付

けで居住者への通知を

行った。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
教育庁 

 

 歳入の収

納事務を適

正に行うべ

きもの 

都立学校の収納事務について見たところ、次

のような不適正な事例が認められた。 

① 板橋有徳高等学校では、年間を通して、証

明書交付手数料等の収納金を即日、金融機関に

払い込んでいない。この事務処理について、平

成２０年１月１６日の庁の自己検査で指導され

ているにもかかわらず、監査日（平成２０．５．

２９）現在、改善していない。 

② 久留米高等学校及び東久留米総合高等学校

では、収納金があるにもかかわらず、収納金日

報を作成していない。 

① 板橋有徳高校で

は、収納金について、

経営企画室長が確認

し、速やかに収納事務

処理を行なうこととし

た。 

② 久留米高校及び東

久留米総合高校では、

収納金日報を作成し、

経営企画室長が関係書

類と突合するなどして

確実に収納金の取扱い

の点検を行なうことと

した。 

教育庁 

 

 ゴンドラ

安全規則に

基づく自主

検査を適正

に行うべき

もの 

教職員研修センターでは、建物の窓清掃用ゴ

ンドラ装置の保守業務について契約を締結して

いるが、その仕様書において、保守点検作業を

年２回行うこととし、その実施に当たっては、

ゴンドラ安全規則等関係規程の定めるところに

よることとしている。 

しかし、センターは、年２回窓清掃業務を行

う際にゴンドラを使用することから、その前に、

ゴンドラ安全規則に基づく自主検査を行わなけ

ればならないにもかかわらず、窓清掃業務の実

施前に、自主検査を行っていない。 

平成２０年５月２６

日に自主検査を行い、

安全を確認した上で窓

清掃業務を同年６月１

４日及び１５日に実施

した。 

以後の窓清掃業務を

行う際のゴンドラの自

主検査についても、安

全規則に定めるところ

により適正に行ってい

く。 

教育庁 

 

 契約代金

の支払を適

正に行うべ

きもの 

政府契約の支払遅延防止等に関する法律によ

れば、契約代金の支払時期は、適法な支払請求

を受けた日から、工事代金については４０日、

その他の給付に対する対価については３０日以

内の日としなければならないとされている。 

 しかし、総務部及び東部学校経営支援センタ

ーにおける契約代金の支払状況を見たところ、

契約の相手方から請求を受けたにもかかわら

ず、支払期限内に支払われていない事例が認め

られた。 

平成２０年９月３日

に、総務課長が、今後

は、支出命令等未了一

覧表等により支出案件

の確認を徹底すること

により、適正な契約代

金の支払を行うよう、

担当職員に対して指導

を行った。 

また、東部学校経営

支援センターにおい

ても、同年９月８日

に、再発防止策として

支出審査登録未了一

覧表等の活用による

組織的確認の徹底を

図った。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
教育庁 

 

 契約事務

を適正に行

うべきもの 

庁は、都立学校長に、予定価格が４０万円未

満の物品の買入契約、印刷物の製作、役務の提

供、業務等の委託及び物品の修繕に係る契約を

委任している。 

 しかし、各学校の契約状況について見たとこ

ろ、都立学校長への委任限度額を超えて契約を

行っている事例が３件認められた。 

都立学校経営企画

課（室）長会において、

都立学校の委任限度

額を超える契約を行

わないよう「委任する

事務の範囲の厳守」に

ついて都立学校に対

し周知の徹底を図っ

た。 

教育庁 

 

 資金前渡

による物品

購入につい

て見直すべ

きもの 

大島高等学校における資金前渡による経費の

執行状況について見たところ、１件３０万円以

上の物品購入に係る支払いが複数認められた。 

 これらの物品購入は、東京都会計事務規則に

定める「遠隔の地又は交通不便の地域において

支払いをする経費」として、必要な資金を前渡

されて支払っているものである。 

 しかし、支払先は、すべて島内の業者である

こと及び支払い金額が１件３０万円以上である

ことから、学校は、東京都契約事務規則により、

二人以上のものから見積書を徴取するなど、通

常の契約方法により物品を購入すべきである。 

 学校は、資金前渡による物品購入について見

直しをされたい。 

都立学校教育部は、各都立学校における資金

前渡による経費の支出に当たり、適切な事務処

理を行うよう指導されたい。 

学校は、平成２０

年度については、資

金前渡による支出に

当たっては、その理

由を十分審査し、制

度の趣旨に合致する

もののみとし、適正

な事務処理を行って

いる。 

平成２０年１０月

に校長連絡会、経営

企画課（室）長連絡

会において、資金前

渡による経費の支出

に当たっては、適正

な事務処理を行なう

よう周知を図った。 

警視庁 

 

 保安業務

委託に係る

契約の見直

しを検討す

べきもの 

総務部は、鮫洲運転免許試験場及び府中運転

免許試験場における「自家用電気工作物の保安

業務委託」を、①現場の状況に精通し、かつ、

高度の技術力と豊かな経験を有している、②情

報漏洩防止の観点から、真に信頼できる特定の

個人を指定して従事させる必要があることとの

理由から、事業者を特命して契約している。 

しかし、部は、平成１９年度まで事業者を特

命して契約を締結していた同種内容の自家用電

気工作物の保安業務委託について、平成２０年

度から競争見積りによる契約を行っていること

から、当該運転免許試験場についても、同様に

競争性を確保することは可能である。 

部は、保安業務委託に係る契約の見直しを検

討されたい。 

本契約について

は、契約方法を見直

し、平成２１年度か

ら競争入札によるこ

ととした。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
警視庁 

 

 業務委託

契約に係る

事務手続を

適切に行う

べきもの 

交通部における業務委託契約書について見た

ところ、収入印紙が貼付されていない事例が複

数認められた。 

部は、契約締結に当たり、契約書に収入印紙

が貼付されているかを確認すべきであるが、こ

の確認が行われておらず、適切でない。 

収入印紙の貼付に

ついては、全所属に

会計課長通知を発出

し周知徹底を図ると

ともに、以後遺漏な

く確認し、業者に指

導を徹底している。 
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〔平成１９年度決算審査（各会計歳入歳出）〕 

 

対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
主税局 

 

物品につ

いて 

物品２点（電話交換機、警報装置）が登載漏

れとなっている。 

 

 電話交換機につい

ては、平成２０年７

月１５日に、警報装

置については、同年

８月８日に、それぞ

れ物品管理システム

に登録した。 

生活文化ス

ポーツ局 

 

 物品につ

いて 

物品（フリーローラー）１点が登載漏れとな

っている。 

平成２０年９月２

６日に、物品管理シ

ステムに登録した。 

都市整備局 

 

 公有財産

について 

＜建物＞ 

都営住宅２９，３３２．８７㎡（都営住宅１９

棟）が過大に登載されている。 

平成２０年５月３

０日に財産情報シス

テムから削除した。 

都市整備局 

 

 債権につ

いて 

貸付金４８５万６，９９５円（住宅建設資金融

資あっせん制度による損失補償分）が計上漏れと

なっている。 

平成２０年９月末

日現在の債権増減異

動通知書において修

正した。 

福祉保健局 

 

 物品につ

いて 
物品１点（エアーコンディショナー室外機）が、

過大に登載されている。 

 

平成２０年５月１

６日に、物品管理シス

テムから削除した。 

産業労働局 

 

 公有財産

について 

＜山林＞ 

山林（分収）の立木推定蓄積量１，７５６ｍ３

が登載漏れとなっている。 

平成２０年１０月

３１日付公有財産異

動通知書により修正

した。 

産業労働局 

 

 公有財産

について 

＜無体財産

権＞ 

無体財産権２件（東京の伝統工芸品ほか１件の

著作権）が登載漏れとなっている。 

平成２０年１０月

３１日付公有財産異

動通知書により修正

した。 

産業労働局 

 

 公有財産

について 

＜出資によ

る権利＞ 

出資による権利２億５０６万８，７７６円

（（財）東京都中小企業振興公社出えん金（技術

革新基金ほか４件））が過大に登載されている。 

 

平成２０年１０月

３１日付公有財産異

動通知書により修正

した。 

産業労働局 

 

 物品につ

いて 

 

① プレスブレーキが過大に登載されている。 

② 複写機ほか１点が登載漏れとなっている。 

 

① 平成２０年８月

６日に物品管理シス

テムから削除した。 

② 平成２０年６月

１９日に物品管理シ

ステムに登録をした。
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
中央卸売市

場 

 

 公有財産

について 

＜建物＞ 

公有財産について、建物（大動物棟けい留所

の一部）２４６．３㎡が登録漏れとなっている。 

 

 平成２０年９月に

財産情報システムへ

登録した。 

港湾局 

 

会計処理

について 

 一般会計の会計処理の際、（款）諸収入（項）

延滞金及加算金（目）延滞金の収入済額が１６３

万２，９５２円過小に記載、収入未済金が同額過

大に記載されている。 

今後、適正な収入管

理に万全を尽くすた

め、事務連絡により、

関係職員に対して適

正な会計事務処理の

周知徹底を図った。 

教育庁 

 

 公有財産

について 

＜建物＞ 

 建物１８０９．７６㎡（都立墨田特別支援学

校校舎の一部７９３．３７㎡ほか６件）が登載

漏れとなっている。  

 平成２０年１０月

に、墨田特別支援学

校校舎ほか６件を、

財産情報システムに

登録した。 

教育庁 

 

 物品につ

いて 

 物品６点（ガスヒートポンプエアコンほか５

点）が登載漏れとなっている。 

墨田特別支援学校

分は、平成２０年８

月２１日に、青鳥特

別支援学校分は、同

年８月１４日に、そ

れぞれ物品管理シス

テムへ登録した。 
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〔平成１９年度決算審査（公営企業各会計）〕 

 

対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
病院経営本

部 

 

 資産受入

時の会計処

理を適正に

行うべきも

の 

駒込病院及び松沢病院は、平成２０年３月に、

東京都職員共済組合青山病院から物品を受け入

れているが、以下の問題点が認められた。 

① 駒込病院では、固定資産として受け入れた物

品（臨床検査用顕微鏡ほか５点）６６４万８，０

００円に運搬設置費２３万８，０００円を加算し

た額で固定資産として登録すべきところ、運搬設

置費を加算せず、登録している。 

② 松沢病院では、運搬設置費を加算すべきとこ

ろ加算せずに固定資産として受け入れている。ま

た、流動資産として受け入れるべきものを固定資

産として受け入れている。 

この結果、固定資産を差し引き１９万４，５６

８円過大に計上しているとともに、流動資産が２

４万８，８３２円計上されていない。 

平成２０年８月１

日付けで過年度損益

修正、固定資産台帳

の修正等を行い、現

在は適正な価格で管

理している。 

交通局 

 

 会計間の

費用の分担

を適正に行

うべきもの 

局は、所管する３会計に共通する費用につい

ては、あん分計算のうえ、各会計の損益計算書

に計上することとしている。 

しかし、交通事業会計で単独負担すべき日暮

里・舎人ライナー開業告知等新聞広告の出稿委

託（契約金額：２，３１０万円）について、３

会計にあん分している。 

 高速電車事業会計

及び電気事業会計へ

あん分していた費用

を交通事業会計へ計

上するため、過年度

損益修正処理を行っ

た。 

交通局 

 

有形固定

資産の取得

価額を適正

に算定すべ

きもの 

局は、多摩川第三発電所２号水車発電機修繕

工事を行っているが、その工事により取得した

有形固定資産の取得価額の算出方法について見

たところ、事業の用に供するための付随費用５

１０万１，２４２円が計上漏れとなり、有形固

定資産が同額過小に計上されている。 

 有形固定資産が過

少計上となっている

５１０万１，２４２

円について、平成２

０年４月に遡及して

固定資産登録をする

とともに、平成２０

年度の特別利益とし

て、過年度損益修正

処理を行った。 
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〔平成１９年財政援助団体等監査〕 

 

対象局 

（団体） 
事項 監査結果の要約 

講じた措置の 

概要 
小笠原村 

 

 補助事業

により取得

した財産の

管理を適切

に行うべき

もの 

小笠原村は、都からの補助金により、災害対

策用の備蓄倉庫及び生活排水対策としての浄化

槽の設置を行っているが、管理に必要な台帳等

を作成しておらず、管理が適切に行われている

か確認できない状況となっている。 

村は、補助事業の趣旨を踏まえ、取得した財

産の管理を適切に行われたい。 

 財務会計システム

に登録を行い、併せ

て過去に取得した財

産についても、平成

２０年９月に登録し

た。 

総務局（公

立大学法人

首都大学東

京） 

 

更新工事

に係る会計

処理を適正

に行うべき

もの 

 法人は、平成１７年度に南大沢キャンパス中

央監視設備更新実施設計契約を締結したが、委

託費を経常費用として損益計算書に計上してい

た。 

しかし、平成１８年度、１９年度に予定して

いる工事の付随費用であるから、平成１７年度

決算においては建設仮勘定として処理し、更新

工事完了後にこれを工事費と合算し、固定資産

に計上すべきである。 

 平成２０年２月２

７日付け通知によ

り、今後適正な会計

処理を徹底するよう

職場内の周知を図

り、平成１９事業年

度決算おいて、費用

処理した本案件を資

産として修正した。 

生活文化ス

ポーツ局 

 

 

補助金の

交付対象と

なるスクー

ルカウンセ

ラーの取扱

いについて

要綱等で明

確にすべき

もの 

局は、医師又は臨床心理士の資格を有する者

を「スクールカウンセラー」として配置してい

る私立学校については、１校につき４０万円を

補助するとしている。 

学校法人Ａは、平成１８年度に、業務委託契

約により生徒へのカウンセリング業務を実施

し、これに係る経費について、特別補助を申請

し、補助金の交付を受けている。 

しかし、業務委託により学校法人にスクール

カウンセラーを配置する場合における、補助対

象としての取扱いについては、要綱等に明確な

定めがないことから、学校法人においては、こ

れを補助対象に含めることができるのか否か、

容易に判断できない状況にある。 

局は、補助金の交付対象となるスクールカウ

ンセラーの取扱いについて、要綱等で明確にさ

れたい。 

局は、私立学校経

常費補助金交付要綱

を平成２０年度に改

正した。また、「平

成２０年度私立学校

教育助成金調査表記

入の手引き」で、特

別補助の交付対象で

あるスクールカウン

セラーの要件につい

て、業務委託により

スクールカウンセラ

ーを配置する場合に

おいても補助対象と

なることを明確化

し、各学校に対して

周知した。 
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対象局 

（団体） 
事項 監査結果の要約 

講じた措置の 

概要 
生活文化ス

ポーツ局

（財団法人

東京都歴史

文化財団） 

 

 契約手続

を適切に行

うべきもの 

財団の契約手続きに以下のような不適切な事

例が認められた。 

① 財団は、一般健康診断、婦人科健康診断及

びＶＤＴ健康診断についてＢと特命随意契約を

締結しているが、その特命理由として、Ｂは、

東京都の監理団体の８割以上が健康診断を委託

しており、診断内容についても信頼性があるた

め、としている。 

しかし、診断内容について信頼性を有する検

査機関は他にも存在することから、このような

理由をもって特命とすることは、適切でない。 

② ワンダーサイト青山では、Ｃ社が製作した

グランドピアノの購入について、Ｄと特命随意

契約を締結しているが、当該ピアノの機種を特

定した理由が明瞭となっておらず、適切でない。 

① 平成２０年度の

健康診断について

は、指名業者等選定

委員会を開き、複数

業者を選定した上

で、委託業者を決定

した。 

② 平成１９年度に

おける契約について

は、財務規程に基づ

く適正な手続を行っ

ている。また、平成

１９年１２月館内幹

部ミーティングにお

いて、職員に契約手

続を適正に行うよう

周知徹底した。 

都市整備局 

 

 補助事業

執行の透明

性を確保す

べきもの 

土地区画整理組合は、土地区画整理事業を進め

るに当たり、測量業務や換地業務など専門的な知

識・技術が必要とされることなどから、コンサル

タント会社と契約を締結し、業務を委託してい

る。その委託経費は、事業期間の総額で数億円に

も上るため、コンサルタント会社の選定について

は、透明性を確保していく必要がある。 

しかし、組合が行うコンサルタント会社の選定

状況について見たところ、選定経緯が不明なもの

や、組合で選定の経緯を示す記録を保管していな

いものがあるなど、その選定手続きに不透明な点

が認められた。 

これは、局が、補助の対象となる土地区画整理

事業の認可に当たって、コンサルタントの選定方

法について指針を設けておらず、また、選定の経

緯についての資料提出も求めていないためであ

る。 

局は、組合が行う土地区画整理事業の認可に当

たって、コンサルタントの選定方法についての指

針を設けるとともに、組合に対して、選定の経緯

についての資料提出及び関係書類の保管を義務

付けるなど、補助事業執行の透明性を確保された

い。 

 コンサルタント会

社の選定にかかる透

明性を確保するため、

その選定事務の手順

を、組合設立準備会や

区市町村に配布して

いる「組合土地区画整

理事業の実務手引」に

新たに掲載し、区市町

村あて通知した。 
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対象局 

（団体） 
事項 監査結果の要約 

講じた措置の 

概要 
都市整備局 

（首都高速

道路株式会

社） 

 ゴム支承

の材料単価

について、

市場価格を

適切に反映

したものと

するよう検

討すべきも

の 

（負）ＨＭ１２工区豊洲出入口上部・橋脚（そ

の２）工事（江東区豊洲六丁目、工期：平成１

８．６．２２～平成１９．５．２７、請負金額：

７，７７０万円）に使用する橋桁と橋台や橋脚

の間に設置するゴム支承の材料単価について見

たところ、会社に定められた単価がないため、 

支承メーカーからの見積り価格に０．９５を乗

じて設定していた。 

しかし、会社は、平成１７年１２月文書通知

により、会社の単価表にないものについては、

市場価格を反映するため、特別調査を行い適切

な単価を設定するとしているにもかかわらず、

本工事のゴム支承単価設定に当たっては、同方

針によらず業者からの見積り価格を基に設定し

ている。 

そのため、当単価は、市場価格と乖離し割高

である蓋然性が高いものとなっている。 

ゴム支承の材料単価について、市場価格を適切

に反映したものとするよう検討されたい。 

ゴム支承の単価設

定にあたっては、市場

価格を適切に反映す

るため、特別調査を行

うこととする工事積

算基準の一部を改定

し、平成２０年２月２

６日付けで周知を図

った。  

 さらに、同年７月１

日発行した「工事設計

積算基準（平成２０年

度）」にも記載した。

 また、特別調査業務

として、「（高改修費）

建設資材価格等調査

（平成２０年度）」を

同年７月２日に契約

し、調査体制を確立し

た。 

福祉保健局

（局・社会

福祉法人東

京都社会福

祉協議会） 

 

 求償権の

行使に係る

意思決定を

適切に行う

べきもの 

福祉保健局は、社会福祉法人東京都社会福祉協

議会（以下「東社協」という。）が実施する自立

援助促進事業に対し、経費の一部を補助している

が、この補助金は、東社協が求償権を行使して収

入した金額を控除した実支出額を交付すること

とされている。 

しかし、賠償金を助成した４件（平成１７年度、

３件、３２万８，６７６円、平成１８年度、１件、

９万７，１４０円）について見たところ、東社協

が求償権の行使に係る意思決定を経ずに、局に対

して同額を補助金として請求しており、適切では

ない。 

また、局は、当該事業の開始（平成８年度）か

ら、東社協が求償権の行使に対する意思決定を行

っていないことを確認していながら、東社協に対

して指導を行っていない。 

局の指導に基づき、

東社協は、平成２０年

４月２８日に自立援

助促進事業審査会を

開催し、平成１７年度

及び平成１８年度に

賠償額の交付を決定

した４件における求

償権の行使の可否に

ついて審査し、意思決

定を行った。 

また、東社協の審査

会において、求償権の

可否の決定を行う旨

を、運営要綱等に規定

した。 
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対象局 

（団体） 
事項 監査結果の要約 

講じた措置の 

概要 
福祉保健局

（局・社会

福祉法人ク

リスト・ロ

ア会） 

 

 補助金の

返還を求め

るべきもの 

社会福祉法人クリスト・ロア会（以下「法人」

という。）が設置する聖ヨゼフホーム（以下「施

設」という。）における平成１７年度の補助金交

付状況について見たところ、施設は、努力・実績

加算項目のうち、心理ケア加算について、加算対

象者数を誤って実績報告を提出したため、１２万

８，０００円が過大に交付されている。  

法人は、過大に交付された補助金を返還された

い。 

局は、補助金の交付にかかる審査を適正に行う

とともに、法人に対し補助金の返還を求められた

い。 

局は、当該補助金の

額の再確定を行い過

大交付となった額の

返還を求め、過払い分

の補助金については、

平成２０年３月２８

日付けで、法人より返

還済みである。 

また、同年３月１９

日施設向け説明会に

おいて、担当課より当

該補助金等の適正な

申請等について指導

を行った。 

福祉保健局

（財団法人

東京都医学

研究機構） 

 

 飼料等の

購入を競争

契約とすべ

きもの 

精神医学総合研究所における実験動物用飼料

等の購入契約について見たところ、継続的な安定

飼育に必要であるとの理由により、特定のメーカ

ー製飼料を製品指定し、メーカーであるＥを特命

し、単価契約を締結している。 

しかし、製品がメーカー直販でない限り、当該

製品を取り扱う業者間の競争が可能であること

から、メーカーを相手方として特命随意契約を締

結していることは適切でない。 

また、購入内訳を見ると、契約金額の過半は、

特に製品指定する必要がない飼育床用のオガク

ズや消毒薬であり、これらの購入については、別

件の契約とすることにより、他のメーカーの同等

製品との競争が可能となり、契約の経済性はさら

に向上することが見込まれる。 

平成２０年度から

競争契約により契約

を締結している。 

福祉保健局

（財団法人

東京都医学

研究機構） 

 

 科学研究

費の会計処

理を適正に

行うべきも

の 

 研究者に交付された科学研究費補助金（以下

「科学研究費」という。）は、交付の条件として、

研究機構が補助金の管理を行うことが義務付け

られている。 

 ところで、管理の実態を見ると、研究者が交付

決定を受けた科学研究費を研究機構名義の預金

口座で受け入れたうえで資金管理していること

から、預り金として会計処理すべきものであるに

もかかわらず、預り金に計上していないことが認

められた。 

 この結果、預り金勘定は、平成１７年度は３４

８万１，８８７円が、平成１８年度は６４８万４，

０３９円がそれぞれ過少になっており、研究機構

の財政状態が適正に表示されていない。 

科学研究費に係る

会計処理については、

平成１９年度から、預

り金として貸借対照

表に計上した。 
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対象局 

（団体） 
事項 監査結果の要約 

講じた措置の 

概要 
福祉保健局

（局・財団法

人東京都医

学研究機構） 

 

 業者選定

にかかる手

続きの規定

化を検討す

べきもの 

研究機構は、契約事務について、財団財務規程

及び同施行要綱（以下「規程等」という。）に基

づき行っているが、規程等には、指名競争入札に

おける業者選定の手続きを規定していないこと

が認められた。このため、入札参加業者の選定に

当たり、公正性、透明性が十分に確保されている

とは言いがたい状況にある。 

平成２０年７月に

契約事務取扱要綱を

制定、業者選定にかか

る手続きについて新

たに規定を設けた。 

下水道局 

（東京都下

水道サービ

ス株式会社） 

 

 労働者派

遣に係る契

約事務手続

きを適切に

行うべきも

の 

会社は、局から特命で受託する水再生センター

等における汚泥処理の運転管理等を行うため、派

遣事業者と労働者の派遣契約を行っている（平成

１８年度支出金額合計：１６億９，５６８万２，

３３６円）。 

 ところで、当該派遣契約の手続きについて見る

と、①派遣人員及び派遣事業者について、特定の

事業者と特定の人員で契約するに当たって、理由

が付されていない、②派遣費について、予定価格

の設定及び入札などを行っていないなど、透明性

を欠いている状況が認められた。 

会社は、監理団体として、局から特命で汚泥処

理管理業務等多くの業務を受託している団体で

あり、契約については、透明性の確保が必要であ

る。 

 

平成２０年度の契約

原議に業者の選定理

由等を記載するとと

もに、予定価格を文書

決定し、派遣費の透明

性の確保を図った。 

 

下水道局 

（東京都下

水道サービ

ス株式会社） 

 債権管理

を適切に行

うべきもの 

会社は、Ｆほか１社と共同で行っている研究に

ついて、要した費用の負担金を請求しているが、

納入されたのが、金額の確定時期から約１年後と

なっている事例が認められた。 

これは、会社が、未収金の請求に当たり、納入

期限を定めておらず、納入状況の調査も行ってい

ないことから、納入遅延の把握が遅れたためであ

る。 

会社は、経理規程等において、未収金の請求

に当たっては、納入期限を定めるとともに、納

入状況の調査を行うことを定めるなど、債権管

理を適切に行われたい。 

 

平成２０年４月１

日付けで東京都下水

道サービス株式会社

債権管理事務要綱を

策定し、金銭債権の

請求に当たっての納

入期限を設定すると

ともに、債権管理簿

を作成し納入状況の

管理を行っている。 
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対象局 

（団体） 
事項 監査結果の要約 

講じた措置の 

概要 
下水道局 

（東京都下

水道サービ

ス株式会社） 

 

 受託事業

収入と自主

事業収入の

区分の基準

について検

討すべきも

の 

会社は、決算書において、売上高を受託事業収

入と自主事業収入に区分して表示しているが、そ

の内容について見たところ、局からの受託による

収入であるにもかかわらず、自主事業に計上され

ている事例が見られた。 

会社の売り上げが、局からの受託によるもの

か、会社独自の事業によるものかは、会社の事

業運営の重要な指標となることから、会社は、

受託事業収入と自主事業収入の区分の基準につ

いて検討されたい。 

区分の基準を下記

のとおり勘定科目表

の説明欄に記載する

ことで明文化した。 

・「受託事業」は都

から受注する業務の

みの事業 

・「自主事業」は会

社が所有する特許、

著作権等に起因して

受注する業務等 

下水道局 

（東京都下

水道サービ

ス株式会社） 

 

 特許権の

管理につい

て検討すべ

きもの 

会社は、下水道管渠の更生や汚泥処理等に関す

る研究及び調査等を行うとともに、この結果得ら

れた技術を特許として登録している（平成１９．

９．１１現在特許権登録等件数：１６６件）。 

ところで、会社が行う特許権の管理について、

次のとおり、検討を要する状況が認められた。 

① 下水道管の更生技術であるＳＰＲ工法につ

いての特許料収入は、年間１億円以上にも上る

が、会社はその開発費用を把握しておらず、開発

に伴う費用対効果の評価を行っていない状況で

あった。 

会社は、特許開発にかかる中長期的な収支を把

握し、費用対効果の分析を行われたい。 

② 会社は、ＳＰＲ工法をＧほか１社と共同で開

発し、国内では特許登録を行っているが、Ｇは、

海外においても特許の登録を行っている。 

しかし、会社は、Ｇが海外特許を登録するに当

たって、協定の締結などによる条件の確認をして

おらず、そのため、Ｇからは、事業や収支に関す

る報告も受けていない。 

会社は、民間会社と共同開発した技術につい

て、共同開発相手が、海外特許を登録するに当た

って、協定を締結するなど、条件の確認を行われ

たい。 

① 平成２０年度か

ら「産業財産権担当」

を設置し、特許開発

にかかる収支を含む

台帳の管理業務を行

っている。また、実

際に下水道管の更正

技術であるＳＰＲ工

法についての収支の

状況を作成してい

る。 

② 共同開発相手と

の間に締結された、

特許権に関する「共

同出願契約書」（平

成２０年６月締結）

において、外国出願

を行う場合は、その

取り扱いについて、

協議を行う旨記載し

ている。 
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〔平成１９年行政監査（指定管理者制度による公の施設の管理について）〕 

 

対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
都市整備局 

 

 収入認定

業務の水準

を適切に設

定すべきも

の 

都営住宅の居住者は、収入に応じた使用料決定

のための資料として、公営住宅法及び東京都営住

宅条例等により、収入報告の提出を義務付けられ

ている。居住者がその請求に応じないときは、近

隣の民間住宅並みの家賃を使用料と課すとされ

ている。また、収入の申告に基づき決定した使用

料と、近傍同種の住宅の家賃との差額分につい

て、局は国から地域住宅交付金を受けている。 

ところで、局は、指定管理者が行う収入認定に

関する業務について、業務仕様書において、収入

の認定率を過去の実績などを勘案し９５パーセ

ント以上としている。 

しかし、収入報告は、①居住者の義務である、

②居住の実態や収入を確実に把握し、収入に応じ

た使用料の決定に必要である、③地域住宅交付金

の受入れに必要であることから、局は収入認定率

について、１００パーセントを求めるべきであ

り、目標率９５パーセント以上と設定しているこ

とは、適切でない。 

平成２０年度の指

定管理者の仕様書に

おいて、下記の内容に

変更済である。 

未提出世帯への督

促等を行う。提出のあ

ったものは、１０月１

日を目途として収入

認定を行う。翌年度４

月１日までに全ての

世帯の収入認定を行

うこと。やむを得ない

事情により認定でき

ない世帯があった場

合でも、９６％以上の

認定率（認定率：認定

済み数（閲覧調査によ

るものを除く）÷要調

査件数）を確保する。

都市整備局 

 

 都営住宅

等の管理業

務に係る物

品の管理を

適切に行う

べきもの 

局は、指定管理者に管理業務を行わせるに当た

って、基本協定により、システム端末機器や竣工

図面などを貸与している。 

しかし、基本協定には、貸与物品の品名だけが

記載され、設置場所及び数量が明示されておら

ず、適切でない。 

基本協定の貸与品

一覧に都営住宅管理

総合システム端末機

器等の設置場所及び

数量の記載を追加し

た。 

環境局 

 

 檜原都民

の森等の管

理対象施設

の範囲を明

確にすべき

もの 

局は、指定管理者の募集要項において、管理対

象施設を示すとともに、基本協定において、対象

施設の名称、所在地、面積、平面図、主要公園施

設を規定している。 

ところで、公の施設内にあり、別途、局が使用・

管理許可している施設は、指定管理者の管理対象

範囲から除外すべきものであるが、その施設が協

定に明記されていないため、管理対象施設の範囲

が不明確となっている。 

 

平成２０年度の基

本協定を変更し、局が

使用・管理許可してい

る施設を指定管理者

の管理対象施設から

除外し、指定管理者の

管理対象施設の範囲

を明確化した。 

今後は、この協定に

基づき、財産の管理を

適切に行っていく。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
環境局 

 

 年間事業

計画書の承

認及び検証

を適切に行

うべきもの 

局は、檜原都民の森ほか４施設の管理を指定

管理者に委託しており、指定管理者は、年間事

業計画書を都に提出しなければならないが、そ

の年間事業計画書について見たところ、次のよ

うな問題点が認められた。 

① 指定管理者が行う管理業務の内容、履行方

法等については、管理運営要綱で定めるべきだ

が、局は、要綱においてその規模（回数、参加

人員）等の基準を示していない。 

このため、管理業務の規模等が、指定管理者

に委ねられている状況となっており、適切でな

い。 

② 奥多摩湖畔公園山のふるさと村におけるバ

ーベキュー施設については、指定管理者が、管

理を受託した時点で、売店からバーベキュー器

具を借りた者以外は利用できない状況にあった

ことから、誰もがバーベキュー施設を利用でき

るように改善するとした年間事業計画書を提出

した。 

局は、年間事業計画書の承認の時点で、当該

器具を借りた者以外は利用できない状況を直ち

に改善させるよう、指導すべきであったにもか

かわらず、これを行わなかったことは、適切で

ない。 

① 平成２０年度に

自然教室等環境教育

活動に関する基準と

して、「東京都環境局

指定管理者制度にお

ける自然教室等環境

教育活動の目標設定

及び評価基準」を策

定した。 

各指定管理者には、

平成２０年度からこ

の基準に基づき、自然

教室等を企画運営す

るよう通知した。 

② 平成１９年度に

指導し、現在は、売店

からバーベキュー器

具を借りた者以外は

利用できないような

状態は解消されてい

る。 

環境局 

 

 大島公園

海のふるさ

と村等の利

用者満足度

の把握・検

証を適切に

行うべきも

の 

局は、大島公園海のふるさと村、奥多摩湖畔公

園山のふるさと村について、施設利用者の満足度

を把握するためにアンケートを実施しているが、

実施状況について見たところ、次のような問題点

が認められた。 

① 大島公園海のふるさと村では、アンケートを

実施したところ、４２件の回答が寄せられたが、

局は、４２件の回答では評価する件数としては十

分ではないと判断し、利用者満足度の評価対象と

していない。このため、利用者満足度が検証でき

ない状況となっている。 

② 奥多摩湖畔公園山のふるさと村では、公園の

主要施設であるクラフトセンター（木工・陶芸教

室等）、ケビン（宿泊施設）の利用者に対しては、

アンケートを実施しているが、総合案内所等の機

能を持ち利用者の拠点となるビジターセンター

では、アンケートを実施しておらず、利用者満足

度が十分に検証できない状況となっている。 

 

「東京都環境局指

定管理者制度におけ

るアンケート実施方

針」を策定し、各指

定管理者に、平成２

０年度からこの方針

に基づき、運営する

よう通知しにた。指

定管理者は、海のふ

るさと村及び山のふ

るさと村ビジターセ

ンターで、平成２０

年４月からアンケー

ト調査を実施した。

その結果を受け検証

した結果、「満足」・

「まあ満足」の割合

が、両ふるさと村と

もに９５パーセント

以上であり、要望・

苦情等の意見には、

すみやかに対応して

いるなど、施設運営

が良好であると評価

した。  
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
環境局 

 

 体験教室

等に係る参

加費の取り

扱いを適切

に行うべき

もの 

局は、檜原都民の森ほか４施設について、指定

管理者に体験教室等を実施させ、参加者から材料

費等の実費相当額を参加費として徴収させてい

る。 

しかし、局は、参加費の取扱いについて、年度

協定に定めていないことから、その収支について

報告を受けておらず、収支状況が把握できない状

態となっており、適切でない。 

 

平成２０年度に体

験教室等に係る参加

費の取扱いに関する

基準として、「東京都

環境局指定管理者制

度における自然教室

等環境教育に係る実

費の徴収について」を

策定した。 

平成２０年度から

この基準に基づき、指

定管理者から毎月の

実施報告書、領収書を

提出させ、参加費の収

支状況を適切に把握

している。 

環境局 

 

 檜原都民

の森等の管

理対象施設

における財

産の管理を

適切に行う

べきもの 

指定管理者に管理委託している施設の財産の

うち、公有財産に該当するものは、原則として、

公有財産規則に基づき公有財産として登録され

るべきものであるが、基本協定に記載されている

財産と公有財産台帳とを突合したところ、相違し

ている事例が認められた。 

平成２０年度に基

本協定を変更し、指定

管理者が管理する管

理対象財産の範囲を

明記するとともに、公

有財産台帳と相違し

ていた財産について

は修正し、適正に管理

している。 

福祉保健局 

 

年間事業

計画書の承

認及び事業

実施結果の

検証を適切

に行うべき

もの 

局は、品川景徳学園ほか３６施設の管理に係る

それぞれの基本協定において、指定管理者は、年

度協定締結後、事業計画書に基づく年間事業計画

書を、また年度終了後には事業報告書を、都に提

出しなければならないとしている。 

 ところで、事業計画書で提案している取組につ

いては、その概要、取組方針及び実績等について、

年間事業計画書及び年間事業報告書に記載する

必要がある。 

 しかし、事業計画書で提案され、平成１８年度

にその事業が実施されているにもかかわらず、年

間事業計画書及び年間事業報告書に記載がない

ものが見受けられた。 

指定管理者が事業

計画書で提案した内

容が記載された年間

事業計画書及び年間

事業報告書について、

局は、その内容等を平

成１９年度の年間事

業報告書及び平成２

０年度の年間事業計

画書において検証し、

承認を行った。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
建設局 

 

 事業実施

結果を適切

に把握・分

析し、翌年

度に反映す

べきもの 

局は、公の施設の管理を委託するにあたり、

指定管理者の収入分と指定管理者が東京都に納

入する分を基本協定で定めており、納入金額の

協議、決定に際しては、収支計画書及び事業実

施計画書等を提出しなければならないとしてい

る。 

 ところで、中野駐車場の事業計画書を見たと

ころ、平成１８年度当初の計画では、時間貸利

用に加えて、定期貸利用の導入を計画していた

が、時間貸しの需要が高いことから、定期貸し

は実施していない。また、局は、定期貸利用が

導入されていないことを把握しているにもかか

わらず、定期貸利用を計上した収支計画により

平成１９年度の年度協定を締結しており、事業

の結果が反映されていないものとなっている。 

局は、事業結果を適切に把握・分析し、翌年

度に反映されたい。 

平成２０年度の中

野駐車場収支計画書

においては、平成１

９年度実績を踏ま

え、四輪車・自動二

輪車ともに時間貸し

利用として収支計画

書に計上した。 

建設局 

 

 公園等の

管理対象施

設の範囲を

明確にすべ

きもの 

局は、指定管理者の募集要項において、管理対

象施設の概要について、所在地、面積、平面図、

主要公園施設を示すとともに、基本協定におい

て、管理対象施設の名称及び所在地を規定してい

る。 

 しかし、管理対象範囲から除外されるべき管

理・設置許可施設が協定に明記されていないた

め、管理対象施設の範囲が不明確となっている。 

各指定管理者に対

し、平成２０年９月２

９日付け通知により、

管理許可施設を示す

図面及び一覧表を提

示し、管理対象施設の

範囲を明確にした。 

建設局 

 

 公園等の

管理対象施

設における

物品の管理

を適切に行

うべきもの 

公園等の管理運営に伴い業務に必要なものと

して、局が貸与している物品等について見たとこ

ろ、次のような問題点が認められた。 

① 局は、公園の野球場、テニスコート、サッカ

ー場等のスポーツ施設の利用申込受付業務につ

いては、東京都スポーツ施設予約管理システムに

より行うこととしており、このシステムの端末機

等を設置し、使用、管理させているが、当該機器

（３１公園、端末機３７台等）について、その設

置場所及び台数などが協定書に記載されていな

い。 

② 局は、霊園の管理業務を用いるため、東京都

霊園管理システムの端末機等を設置し、使用、管

理させているが、当該機器（８霊園及び財団法人

東京都公園協会本社、端末機１９台等）について、

その設置場所及び台数などが協定書に記載され

ていない。 

局が貸与している

東京都スポーツ施設

予約管理システム及

び東京都霊園管理シ

ステムの端末機等に

ついて、基本協定を

「都がリースした物

品で、業務の実施に必

要な物品について、一

覧表を指定管理者に

示し使用させるもの

とする。」と一部改定

し、借用物品台帳に設

置場所及び台数など

を記載して、指定管理

者に提示した。今後と

も、管理対象施設にお

ける物品の管理を適

切に行っていく。 

 

 



 - 37 -

対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
港湾局 

 

海上公園

等の管理対

象施設にお

ける物品の

管理を適切

に行うべき

もの  

局は、指定管理者に管理業務を行わせるに当た

って、基本協定により、管理対象施設の物品を使

用させている。 

この物品は、原則として、備品として登録され

るべきであることから、備品登録データと突合し

たところ、備品登録漏れや基本協定への記載漏れ

等が認められた。 

また、局は、海上公園のスポーツ施設の利用申

込受付業務については、東京都スポーツ施設予約

管理システムにより行うこととしており、このシ

ステムの端末機等を設置し、使用、管理させてい

るが、当該機器（２公園、端末機６台等）につい

て、その設置場所及び台数などが協定に記載され

ていない。 

平成２０年３月３

１日までに、指摘の備

品については、適正に

登録整理を行った。ま

た、協定未記載の端末

機器については、指定

管理者へ所有物品の

追加等を通知した。 
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〔平成１９年行政監査（公共交通機関の整備・運営について）〕 

 

対象局 

（団体） 
事項 監査結果の要約 

講じた措置の 

概要 
都市整備局 

（多摩都市

モノレール

株式会社） 

 釣り銭準

備金の見直

しについて 

多摩都市モノレール㈱では、自動券売機ごとに

通常準備すべき釣り銭の額を定めているが、その

額では釣り銭が恒常的に不足するため、毎日、ほ

ぼ全ての無人駅で、釣り銭確保のための作業を行

っている。 

多摩都市モノレール㈱は、効率及び事故防止の

点から釣り銭準備金の額を見直す必要がある。 

平成２０年１０月

１日から、釣銭準備金

の額を見直した。 

都市整備局 

（多摩都市

モノレール

株式会社） 

窓口現金

引継簿の活

用について 

窓口における不足運賃の収受などは、駅務員が

交代で行っているため、交代に当たって窓口の現

金有り高を確認し、これを帳簿に記録するべきも

のである。 

 しかし、多摩都市モノレール㈱では、窓口締切

時の現金有り高が窓口締切直前の引継時の現金

有り高よりも減少しているが、原因が明らかでな

い事例が見受けられた。 

 窓口で収受した不足運賃は売上データを得られ

ないことから、できる限りその適正性を担保する

ため、窓口引継簿の現金有り高の記録を窓口の締

切時に利用する必要がある。 

平成２０年７月１

日より、窓口に不足賃

収納器を設置し、不足

賃の現金有り高のよ

り確実な把握に努め

ている。 

 また、同年１０月１

日から、締切時に窓口

引継簿を活用し、締切

計算書との突合を図

り、駅務システムへの

入力時に活用してい

る。 

港湾局 

（株式会社

ゆりかもめ） 

鉄軌道設

備修繕計画

を作成し、

これを踏ま

えた長期資

金計画を策

定すべきも

の 

㈱ゆりかもめでは、既に走行路等の計画修繕を

必要とする状態となっており、線路設備（インフ

ラ部）については、平成２０年度以降の修繕計画

を定めている。 

 しかし、会社の保有設備である電路設備及び車

両などインフラ外部については、年度によって数

億から数十億の規模の設備更新の必要性を認識

していながら、修繕計画を策定しておらず、将来

における設備投資の必要額を平成１９年５月に

作成した長期資金計画に反映させていない。 

会社は、鉄軌道設備修繕計画を作成し、これを

踏まえた長期資金計画を策定する必要がある。 

平成２０年３月に

「㈱ゆりかもめ鉄軌

道設備修繕計画」を作

成し、同計画を反映さ

せた「㈱ゆりかもめ長

期資金計画」を同年６

月に策定した。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
交通局 

 

 現金有り

高の認識に

ついて 

交通局の駅では、乗車券の払戻などをする場

合、乗車券と引換に運賃の返還を行う。払戻原

券等は、締切時においても払戻を行った証票と

して取り扱っている。 

本来、払戻原券等を紛失すると、乗客に返還

した額が、また、駅務システムへの払戻データ

入力時に入力を忘れると、入力漏れの額が、過

大な売上げデータとして認識される。この場合、

売上データが過大となっている額だけ現金有り

高が不足し、後日、売上データを減額修正する

と、払戻等を行った日の不足金が解消すること

となる。 

しかし、実際には、後日、売上データを正し

く減額修正すると、減額分だけ現金有り高が多

くなっている事例が見られた。このことから、

払戻等を行った当日には現金あり高を売上げデ

ータに合わせていることがわかる。 

局は、現金有り高を売上データに合わせず、

現金有り高をそのまま収入額として認識する必

要がある。 

 平成２０年３月２

６日付け事務連絡に

より、日計確定時に

は、券売機等各号機

及び窓口ごとの現金

あり高の過不足だけ

でなく、総日計デー

タと総現金あり高に

過不足がないか確認

し、過不足が生じて

いる場合には、入力

漏れ等がないか再度

確認する等、原因を

調査した上で日計確

定を処理するよう周

知を図った。 
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〔平成１９年各会計定例監査〕 

 

対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
都市整備局 

 

 都民住宅

に係る業務

委託契約に

ついて（履

行の確認） 

住宅政策推進部は、都民住宅への入居に係る

募集･資格審査業務、収入認定調査業務などを東

京都住宅供給公社へ業務委託しているが、この

契約について見たところ、次のとおり適切でな

いものが認められた。 

① 公社が行う委託業務について仕様書に定め

る収入認定等の報告や入居者等のデータ提出は

受けているものの、これらは審査業務等を行っ

た結果の報告であり、業務経過の報告とはなっ

ていない。委託された入居資格審査業務や収入

認定業務などは部が定める審査基準に基づき審

査を行うものとされているが、その基準どおり

に業務が行われているか、部が業務の適正性に

ついて検証を行っていることが確認できない。 

② 委託料の精算時において執行実績額の裏づ

けとなる公社の会計帳票、証拠書類などの検証

を行わないまま、公社からの経費科目ごとの金

額を記載した経費精算書のみにより経費の精算

を行っている。 

① 平成１９年度都

民住宅の管理に係る

検査マニュアルを作

成し、マニュアルに

沿ったより客観的な

検証を行うために、

今年度も実地検査を

予定している。 

② 委託料の積算に

当たり、公社の都民

住宅受託業務原価の

勘定科目にかかる資

金の支払状況を確認

した。 

都市整備局 

 

 都民住宅

に係る業務

委託契約に

ついて（概

算払） 

住宅政策推進部は、都民住宅への入居に係る

募集・資格審査業務、収入認定調査業務などを

東京都住宅供給公社へ業務委託しているが、こ

の契約について見たところ、次のとおり適切で

ないものが認められた。 

部は、各四半期に必要な委託料を、公社から

の執行計画により、前期の残金である繰越金を

差し引き支出している。特に、第４四半期分の

委託料については、公社からの執行計画金額が

他の期間に比較し多額であるにもかかわらず、

その支出に当たり、実施予定内容の精査を行わ

ないまま、執行済み金額と契約金額との差額（約

９，８０７万円）を平成１９年２月に支払って

いる。このため、委託業務終了後、同年２月に

支払った委託料の半分以上の約５，２６３万円

を戻入させる結果となっている。 

平成１９年１２月

に、実施予定内容の

精査をして契約の減

額変更を行い、精算

時における戻入額７

１８万７,９３０円

とした。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
都市整備局 

 

 住宅供給

公社の業務

について適

切な確認を

行うべきも

の 

都営住宅経営部は、都営住宅に関する様々な管

理業務（収納業務、入居者管理業務、設備保守点

検業務、募集業務、財産管理業務等）を、東京都

住宅供給公社を指定管理者として又は委託先と

して、行わせている。 

公社が２６万戸の都営住宅等の管理業務を漏

れなく正確に実施しているかについて、部がどの

ように確認しているかを検証したところ、①部

は、公社が行っている業務の手順を具体的に把握

し、確認すべき内容と確認方法を定める必要があ

るにもかかわらず、これらを行っていない、②部

と公社がともに業務に利用している都営住宅管

理総合システムは、事務処理に漏れがないか、ま

た、事務処理が正確であるかを確認できる機能を

備えていないなどとなっており、業務が適切に行

われているかを確認していないことが認められ

た。 

部は、確認すべき業務内容や確認方法を定める

とともに、効率よく検証を行えるようシステムを

改修し、公社が行っている業務が漏れなく正確に

行われているかについて確認されたい。 

 

公社における業務

の手順を把握し、履行

確認方法及び実地検

査における検証方法

をマニュアルに定め、

実地検査により確認

した。 

指定管理者が行う

主要な業務について、

システムによる処理

件数と指定管理者の

実績報告を突合した。

都市整備局 

 

 住宅等管

理業務委託

にかかる概

算払いを適

切に行うべ

きもの 

都営住宅経営部は、都営住宅等管理業務委託の

実施に伴う住宅供給公社の資金不足を回避する

ため、毎月、概算払いにより、公社に委託料を支

払っている。 

しかし、毎月の委託料執行残を見ると、１０月

以降、前月の概算払い額を上回る執行残が生じて

いることから、資金的余裕が生じていることが認

められる。 

平成１９年度にお

いては、概算払いの金

額を精査し、各月とも

前月の概算払い額を

上回る執行残のない

よう、支払を行った。

 

病院経営本

部 

 

 

 特定保険

医療材料費

の請求を適

切に行うべ

きもの 

医科診療報酬点数表によれば、手術に当たって

厚生労働大臣が定める保険医療材料（以下「特定

保険医療材料」という。）を使用した場合の手術

の費用は、当該手術の所定点数に加え、使用した

特定保険医療材料の所定点数を請求することと

されている。 

ところで、駒込病院における特定保険医療材料

を使用した手術等に係る診療報酬の請求につい

て見たところ、請求もれ等の不適切な事務処理が

認められた。 

 レセプトが返戻さ

れたことから、平成２

０年１月に３件、同年

６月に１件の再請求

を行った。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
産業労働局 

 

 島しょ事

業所におけ

る運営経費

の支払方法

を改めるべ

きもの 

島しょ農林水産総合センターは、島しょに所在

する大島事業所及び八丈事業所を所管し、経理及

び契約に関する事務は、港区竹芝に所在するセン

ターが一括して行っている。 

ところで、各事業所の経費の支払状況を見たと

ころ、大島事業所では年間約２，４６２万円、八

丈事業所では年間約２，７６６万円の前渡金をセ

ンターから受領し、現金で支払っていることが認

められた。 

しかし、前渡金の主な使途である船舶燃料費や

建物管理委託関係費などは、契約による口座振替

払いが可能なものであり、公金の適切かつ安全な

管理の観点からも、経費の支払方法についてはで

きる限り現金によらないことが望ましい。 

センターでは、船

舶燃料や建物管理委

託関係費など契約に

よる口座振替払いが

可能なものについ

て、平成２０年度ま

でに支払方法の変更

を行った。また、農

林水産部では、平成

２０年３月１８日付

けで前渡金の取扱い

に関する基準を設

け、原則として現金

によらない支払方法

とするようセンター

に指導した。 

産業労働局 

 

 林道に敷

設された工

作物を公有

財産台帳に

登録すべき

もの 

農林水産部が管理をしている林道には、トンネ

ルや橋りょうなどの工作物が敷設されているが、

それらは林道規程に基づき林道台帳で管理され

ているものの、都の財産として公有財産台帳に登

録されていない。 

また、新公会計制度に基づく財務諸表は、都道

のトンネルや橋りょうなどをインフラ資産とし

て資産計上しているが、林道の工作物は都の資産

として計上していない。 

部は、林道に敷設された工作物を公有財産台帳

に登録されたい。 

 

林道の工作物につ

いては、平成２０年３

月に公有財産として

取り扱うこととし、公

有財産台帳への登録

方法及び財務諸表上

の処理方針を定めた。

また、公有財産台帳へ

の登録作業について

は、同年６月に試行と

して１路線の登録を

行った。これらを踏ま

えて、同年７月に今後

のスケジュールを策

定し、平成２２年３月

末までに完了させる

よう着手した。 

中央卸売市

場 

 

市場施設

使用料に係

る未収金の

回収に努め

るべきもの 

市場内の事業者のうち、仲卸業者、関連事業者

は、条例に基づき、保証金を預託しなければな

らず、また、この保証金は、施設使用料等の滞

納が発生した場合には、一定の手続を踏んだう

えで、施設使用料に充当することができる。 

大田市場では、平成１７年度以前に発生した

未収金のうち、解消されていないものは９５３

万９，７５１円あり、この中には、滞納額が保

証金の額を上回っているにもかかわらず、保証

金が施設使用料に充当されていない事例が認め

られた。 

市場は、保証金を充当する等、施設使用料に

係る未収金の回収に努められたい。 

保証金充当に該当

する仲卸業者等は、

７社が対象であり、

そのうち、２社は平

成１４年に廃業した

ことから保証金を充

当し、１社について

は平成１９年６月に

施設使用料の未払分

を完済している。残

り４社については、

平成２０年１０月に

保証金を充当する処

理を行った。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
水道局 

 

ファイル

サーバの保

守実施時間

について  

水道局では、事務系ネットワークにおいて利用

するサーバ等の保守実施時間を、平日の午前８時

から午後９時までとして、保守料率を物件価格の

１２％としているものと、保守実施時間を毎日２

４時間として、保守料率を物件価格の１８％とし

ているものがある。 

しかし、①十分に冗長化を確保した仕様のサー

バを導入していることから、保守実施時間を平日

の午前９時から午後５時（平日昼間）の間として

も、障害のため利用不能となる可能性は極めて低

いこと、②水道局事務系ネットワークは事務処理

を目的とするネットワークであって、ネットワー

クの停止により業務が継続不能となるような基

幹業務用のものではないことから、保守実施時間

を平日昼間に限ったとしても支障はない。 

平成２０年１月２

５日策定の局情報セ

キュリティーポリシ

ーに基づき、ファイル

サーバ（以下「ＦＳ」

という。）の保守実施

時間の見直しを行っ

た。ＦＳは事業所ごと

に設置しているため、

事業所ごとに保守実

施時間を決定するが、

３事業所について、昼

間の保守へ変更した。

また、各営業所のＦ

Ｓを支所のＦＳへ統

合する作業を行い、設

置台数を２１台削減

した。 

下水道局 

 

 庁舎の使

用に係る事

務手続きを

適正に行う

べきもの 

南部建設事務所は、庁舎賃貸借契約により、平

成１１年度から芝浦水再生センター敷地内の庁

舎（軽量鉄骨造り：延床面積６２９．３８㎡）を

同所工事第二課の事務室として使用しているが、

この庁舎の設置に当たり、所は建築主として、建

築基準法に基づいて、地元区の許可を受ける必要

があるにもかかわらず、同法に基づく許可申請を

行っておらず、現在に至るまでこのような状態の

まま使用していることは、適正でない。 

平成２０年８月７

日付けで当該庁舎の

撤去作業を締結し、同

年１０月３日に撤去

を完了した。 
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〔平成１８年度決算審査（公営企業各会計）〕 

 

対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
交通局 

 

勘定科目

間の振替処

理を適正に

行うべきも

の 

局は、局全体に係る資産及び経費については、

仮勘定に一時的に計上し、決算時に、それぞれ

の会計に振替えることとしている。 

ところで、平成１９年度から稼動した東京都

交通局新財務会計システム構築のための委託契

約の振替処理について見たところ、建設仮勘定

として交通事業会計及び高速電車事業会計に計

上されていた金額と、無形固定資産として振替

えた金額とが合致していなかった。 

平成１９年度決算

時に過年度損益修正

処理した。 

交通局 

 

過年度損

益修正損益

の表示を適

切に行うべ

きもの 

局は、日暮里舎人線貸付金利息及び債券利息

２，４４５万９，４５３円を適切な事業会計に

振替える過年度損益修正を行っているが、これ

に係る会計処理について見たところ、過年度損

益修正損を雑支出に、過年度損益修正益を雑収

入にそれぞれ計上している。 

一方で、局は、土地の売却損４６万６，５５

６円及びトロッコの売却損８３万６，２０５円

を、特別損失である固定資産売却損として計上

している。 

局は、過年度損益修正に係る損益を特別損益

に計上しない理由として、その金額が僅少であ

ることとしているが、土地の売却損及びトロッ

コの売却損と比較すると、その金額は多額であ

ることから、表示の一貫性に欠け、適切でない。 

また、過年度損益修正は毎期経常的に発生す

る性質のものではないことから、過年度損益修

正損を雑支出に、過年度損益修正益を雑収入に

それぞれ計上していることは適切でない。 

局は、過年度損益修正損益の表示を適切に行

われたい。 

過年度損益修正処

理にかかる経理指針

を策定し、これに基

づき平成１９年度決

算時の処理を行っ

た。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
交通局 

 

権利変換

に係るより

適切な会計

処理につい

て検討すべ

きもの 

局は、茗荷谷駅前地区市街地再開発組合を相

手方として、土地の権利変換計画に同意してい

るが、この取引に係る会計処理について見たと

ころ、以下の問題点がある。 

① 「公営企業の経理の手引き」によれば、交

換による経理処理の適用については、「概ね等

価交換に限定するとともに、交換する固定資産

は同種類というような場合に限定すべき」とし

ている。 

しかし、当該事例は、同種類の固定資産の取

引というよりも、局が保有している土地を提供

する代わりに、市街地再開発による新たな土地

及び建物を交換差金とともに取得する形態の取

引であると認められる。また、提供した土地の

対価の一部として譲り受ける建物及び交換差金

の合計額も、譲渡土地の時価の２０％を超える

（２４．３％）ものであり、企業会計の慣行か

らは、等価交換とは認められないものである。 

② 交換差金（４億５，４５０万６，０００円）

の受取りは、資本取引とはいえず、これを資本

剰余金とすることは、適切でない。 

③ 建物を譲り受ける権利は、資産形成のため

投下した原価ではなく、資産譲渡の対価たる受

取債権としての性格を有するものであり、これ

を建設仮勘定に計上することは、適切でない。 

したがって、①、②を踏まえると、局は、こ

の取引には交換による経理処理を適用せず、土

地の含み益がすべて実現したことを示すため、

提供した土地の時価と帳簿価額の差額（２２億

４，５１４万９，３８３円）を土地売却益とし

て処理すべきである。また、③を踏まえると、

建物を譲り受ける権利は、受取債権に計上すべ

きである。 

総務省と調整した

結果、当該案件につ

いては、次のとおり

処理した。 

交換差金について

は１９年度決算処理

において過年度修正

処理した。また、建

物を譲り受ける権利

は、平成２０年９月

１８日付けで「建設

仮勘定」から「その

他投資」へ異動処理

した。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
交通局 

 

総勘定元

帳内訳簿の

数値の検証

を適切に行

うべきもの 

平成１８年度交通局所管各会計の総勘定元帳

内訳簿について見たところ、以下のとおり数値

が適切でない事例が認められた。 

① 預り金は、負債のため、期首残高は貸方残

でなければならないところ、各会計において、

給料手当源泉所得税預り金の平成１８年度期首

残高が借方残となっていること。 

② 源泉所得税預り金は、所管庁（税務署）に

支払った時点で、同額が借方に記帳され、差し

引きゼロとなるべきところ、高速電車事業会計

及び電気事業会計の期末手当源泉所得税預り金

が、平成１８年度期中において、まったく増減

がなく、期首残高と同じ金額が期末残高となっ

ていること。 

新システム導入時

に誤って振替えた金

額を正当科目へ振替

処理するとともに、

システム上の誤りを

修正した。 
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〔平成１８年行政監査（都の土地及び建物の管理について）〕 

 

対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
生活文化ス

ポーツ局 

 

庁舎の一

層の活用に

向けて検討

すべきもの 

 調布庁舎（味の素スタジアム内）の会議室等

の施設使用状況について見たところ、平成１７

年度において、会議室（５室）の稼働率が一番

多いところで２７．９％に止まっていることが

認められた。 

稼働率の向上を図る、又は、施設利用区分の

見直しを行うなど、庁舎の一層の活用に向けて

検討されたい。 

平成２５年の東京

国体のため、平成２０

年度に教育庁から移

管されたものであり、

国体開催準備に向け

て、東京都ウエイトリ

フティング協会、東京

都なぎなた連盟など

の競技団体がスポー

ツ関連事業として利

用している。 

都市整備局 

 

 建替事業

により生じ

た用地の活

用方針を検

討すべきも

の 

都市整備局は、老朽化した都営住宅の建替事業

を順次行っているが、住宅が集約化・高層化され

ることによって、新たに用地が生じる。これらの

用地の活用状況について見たところ、①上砂町一

丁目アパート、②多摩湖町一丁目第２団地、③東

久留米幸町一丁目団地については、一部の用地が

十分に活用されていない状況にある。 

局は、都営住宅の建替事業により生じた用地に

ついて、長期的利用に向けた活用方針の作成につ

いて検討されたい。また、用地の一時的利用も含

めた活用方策について検討されたい。 

① 平成２０年度及

び２１年度事業とし

て、都営住宅を建設す

る。 

② 平成２１年度に

測量等を行い財務局

に引き継ぐ。 

③ 平成２０度末ま

でに、財務局に引き継

ぐ。 

 

環境局 

 

 土地及び

建物の利活

用に向けた

取組を進め

るべきもの 

局は、豊島区池袋本町にある旧池袋清掃事業所

の土地について、平成１２年４月１日に、清掃車

の車庫用地として豊島区に貸し付け、貸付期間の

終了に伴い、平成１７年４月１日に返還を受け

た。 

 その後は、隣接する一部の民有地との境界が確

定できないまま、普通財産として現在まで管理し

ている。 

 しかし、監査日（平成１８．１０．３）現在、

いまだ解決に至っていない状況となっている。 

 当該場所は、東武東上線下板橋駅から至近距離

にあり、利便性の高い場所であることから、局は、

境界確定を早急に行うなど、土地及び建物の利活

用に向けた取組を進められたい。 

 

豊島区、財務局、環

境局の３者で調整し、

次のように決定した。

① 施設の解体工事

は財務局が行い、更地

にした後に、財務局へ

用地を所管換えし、豊

島区へ用地を売却す

る。 

② 豊島区は、防災施

設等として利活用を

図る予定である。な

お、民有地との境界確

認は、豊島区が都から

用地を購入した後に、

豊島区が行う。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
環境局 

 

 庁舎の有

効活用につ

いて検討す

べきもの 

局は、環境科学研究所分室の主たる執務スペー

スを、中防合同庁舎に設置している。 

ところで、分室の所管する研究テーマ及び職員

数は、清掃事業の移管に伴い年々減少している一

方、分室の執務スペースについては十分な見直し

が行われておらず、監査日（平成１８．１０．２）

現在、各研究室等には、使用されていない機器類

が保管され、また、机上に放置されている状況が

確認された。 

局は、分室の執務スペースについて、真に必要

な面積等を精査し、有効活用について検討された

い。 

平成１９年４月１

日付けで財団法人東

京都環境整備公社に

環境科学研究所の業

務を委託した際に、公

社において研究スペ

ースとして有効活用

を図ることとした。 

その後、廃棄物に係

る民間企業の実証研

究事業の実施場所と

して位置付け、利用事

業者の公募を開始し

ており、平成２０年１

１月中に事業者を選

定する予定である。 

建設局 

 

速やかに

原状回復を

求めるなど、

適正な管理

を行うべき

もの  

建設局西多摩建設事務所において道路監察日

誌を見たところ、Ａが都道１６９号線の①植え

込み（街路樹）を無断撤去し、②歩道の切り下

げ工事を無断で施行したことについて、Ａに原

状を是正し、回復するよう申し入れたと報告さ

れている。 

 しかし、所は、申し入れ後に、是正指導の具

体的な方法等について検討していたものの、監

査日現在までＡの自宅を一度訪れただけであ

り、それも、Ａが不在であったため、申し入れ

後の是正指導が実態として行われていないこと

が確認された。 

都道は都民共有の財産であることから、所は

Ａに対して、速やかに原状回復を求めるなど、

適切な管理を行われたい。 

 Ａは原状回復等を

了承し、平成２０年４

月１４日に申請書を

提出した。同年４月、

５月に原状回復及び

建物解体のための新

規切り下げをＡが自

費工事で施行し、所

は、同年５月２日工事

完了届を受領すると

ともに、現場を確認し

た。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
建設局 

 

遊休化し

た建物の利

活用に努め

るべきもの 

建設局第三建設事務所は、新宿区下落合一丁目

に、工区事務所の統廃合で廃止された旧第三工区

事務所の土地（３５５．４１㎡）及び建物（延床

面積：２８１．５２㎡）を、行政財産として所有

している。建物は、平成５年度に建築され２階建

て、５室及び倉庫からなっている。 

 ところで、所は、当該建物について、統廃合後

も一部を倉庫、会議室として利用しているもの

の、会議室の利用状況は週１回程度と低いものと

なっている。 

 しかし、建物は、駅から至近距離にあり立地条

件も良いことから、局内他部所、あるいは庁内外

への利用照会をすることなどにより、遊休化した

建物の利活用が可能である。 

所は、建物の価値を最大限に発揮できる多様な

取組、工夫を行い、遊休化した建物の利活用に努

められたい。 

ＪＲ高田馬場駅か

ら徒歩５分という立

地の良さと、準工業地

域という用途地域か

ら、事業用地の代替地

としての利用要望が

当所用地課よりあっ

たため、現在売払いに

向けての準備を進め

ている。 

平成２０年７月に

建物取壊し、同年８月

に隣接地主境界立会

いを行った。 

今後のスケジュー

ルとして、平成２０年

１１月に土地用途廃

止し、平成２１年１月

に代替地として売払

う予定である。 
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〔平成１８年行政監査（病院における収入管理について）〕 

 

対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
病院経営本

部 

 

 病院間に

おけるマス

タ及び業務

の標準化を

推進すべき

もの 

都立病院情報システム構築に当たり、業務フロ

ーの見直しを十分に実施しなかったことなどか

ら、病院相互間の医事業務の標準化、共通化が十

分でないなど、システム導入効果が十分に発揮で

きていない事例が見受けられる。 

システム化費用の発生を極力抑え、効率的、効

果的な情報化投資を行うため、本部は、病院所管

の部門システムも含めた病院情報システム全体

について情報を集積し、問題点を洗い出すなどし

て、病院間におけるマスタの共通化や業務の標準

化などをさらに推進する必要がある。 

病名コードの共通

化は、４病院が平成１

９年９月末、府中病院

が平成２０年１月末

に対応し、電子カルテ

導入５病院の共通化

が終了した。また、松

沢病院においても、平

成２０年３月に完了

した。この他の病院に

おいては、電子カルテ

の導入に併せて対応

する。 

その他のコード共

通化については、厚生

労働省が電子的診療

情報交換推進事業

（SS-MIX）を推進して

おり、当該事業の進捗

状況を注視した上で

採用コードを決定す

ることとする。 
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〔平成１８年各会計定例監査〕 

 

対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
福祉保健局

（生活福祉

部） 

 

 事務処理

マニュアル

を整えたう

えで適正な

徴収事務を

行うべきも

の 

滞納している債権を回収するためには、滞納者

に対し、適時に適切な徴収事務を行う必要がある

が、局における収入未済金の徴収事務について見

ると、適正でない事務処理が多数見受けられた。 

このことから、局として債権管理にかかる規定

を定め、また、標準的に行うべき徴収事務につい

て事務処理マニュアルを作成する必要がある。総

務部は、適切な規定を定め、徴収事務マニュアル

を作成されたい。 

また、部及び所は、適正な徴収事務を行われた

い。 

総務部作成の債権

管理事務処理要綱及

び滞納整理事務処理

マニュアルを元に、平

成２０年３月に介護

福祉士等修学資金、同

年１０月に同和生業

資金及び同和応急生

活資金に関する滞納

整理事務処理マニュ

アルをそれぞれ作成

した。 

 また、それらのマニ

ュアルに基づいて適

正な債権管理と徴収

事務を実施していく。

福祉保健局

（少子社会

対策部） 

 

 事務処理

マニュアル

を整えたう

えで適正な

徴収事務を

行うべきも

の 

滞納している債権を回収するためには、滞納者

に対し、適時に適切な徴収事務を行う必要がある

が、局における収入未済金の徴収事務について見

ると、適正でない事務処理が多数見受けられた。 

このことから、局として債権管理にかかる規定

を定め、また、標準的に行うべき徴収事務につい

て事務処理マニュアルを作成する必要がある。総

務部は、適切な規定を定め、徴収事務マニュアル

を作成されたい。 

また、部及び所は、適正な徴収事務を行われた

い。 

 総務部作成の要綱

及びマニュアルに基

き、平成２０年３月に

少子社会対策部保育

士修学資金マニュア

ルを作成した。その後

はそれに基き、債権管

理を行っている。 

福祉保健局 

 

情報シス

テムを改修

し、徴収事

務を効率的

に行うべき

もの 

児童相談センターは、児童養護施設等の児童福
祉施設に入所している児童の食費など生活にか
かる経費のうち自己負担分を、児童福祉施設等措
置費徴収金として徴収している。 
センターでは、徴収金にかかる収入管理及び滞
納整理にかかる事務を、児童相談所情報管理シス
テムを用いて行っているが、 
①債権者別に債権額の合計が出力されず、ま
た、表計算ソフト等による再利用ができないた
め、滞納者にかかるデータを徴収事務に利用でき
ない 
②滞納者との交渉内容を記録するための債権
管理表を用意していないため、情報の管理・活用
ができていないなど、効率的な徴収事務を行うこ
とができない状況となっている。 

部及びセンターは、児童相談所情報管理システ

ムを改修し、徴収事務を効率的に行われたい。 

平成１９年４月に、

①負担者ごとに債権

を一覧で抽出し、選択

式で一括消し込みを

行う機能、②時効期間

満了分を除いた滞納

合計額の表示機能を

追加した。 

さらに、平成１９年

度末に滞納整理業務

をさらに効率的に行

うためのデータ活用

機能をシステムに新

たに付加した。 
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〔平成１７年度決算審査（公営企業各会計）〕 

 

対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
交通局 

 

貯蔵品の

計上を適正

に行うべき

もの 

局は、一定量を保管し必要に応じて使用する

材料品及び被服等は貯蔵品として計理し、払い

出されたときに実際に使用する会計で費用とし

て計上している。 

ところで、貯蔵品のうち、被服について見た

ところ、局は、実際に使用する会計で費用計上

しているものの、資産計上に当たっては、一括

して交通事業会計に４，６１８万６８５円計上

している。 

 しかし、これらは、交通事業のみならず、高

速電車事業及び電気事業においても共通して使

用するものであることから、各会計にあん分し、

資産として計上すべきである。 

制服の調達から払

い出しまでは、交通

会計が一括管理し、

他会計は、交通会計

に対し調達・払出実

績に応じた適切なコ

ストを負担すること

とし、振替処理した。

 

 

 

〔平成１６年度決算審査（出納長所属各会計）〕 

 

対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
中央卸売市

場 

 

生体の搬

入に伴う廃

棄物につい

て応分の負

担を求める

べきもの 

中央卸売市場は、「食肉市場汚物搬出処理委

託」を単価契約（推定総金額：４，５３４万９，

６０５円、契約期間：平成１６．４．１～平成

１７．３．３１）により実施し、①牛などの生

体の搬入によって発生する手綱、おが屑、畳、

わら、鼻輪等の一般廃棄物、②と畜解体作業に

伴って排出される産業廃棄物（腹ふん等）の運

搬処分を行っている。 

ところで、当該契約において場が運搬処分し

ているおが屑、畳、わらは、と畜解体作業によ

り発生するものではなく、生体の搬入に伴って

発生するものであることから、生体の搬入事業

者であるＡに応分の経費負担を求めていない

のは適切ではない。 

市場では、廃棄物の

発生量の抑制に努め

た結果、「畳」につい

ては持込が無くなり、

廃棄物量は大幅に削

減された。 

なお、生体に付着し

ているおが屑等につ

いても、削減を進めて

いく。 
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